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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の端面から第２の端面まで延在する複数のセルであって、振動することで音波を伝
搬する流体によって内部が満たされる複数のセルを区画形成する隔壁を有し、該隔壁と前
記流体との間で授受される熱と、前記流体の振動による音波のエネルギーとを相互に変換
する熱・音波変換部品であって、
　前記セルの延在方向に垂直な平面内における前記セルの断面の面積をＳ、該断面の周長
をＣとしたときにＨＤ＝４×Ｓ／Ｃで定義される水力直径ＨＤの、前記複数のセルの間に
おける平均値が０．４ｍｍ以下であり、
　前記熱・音波変換部品の各端面における開口率が６０％以上９３％以下であり、
　前記複数のセルの間に、前記平面内における各セルの水力直径ＨＤについて各セルに応
じた相違が存在し、前記複数のセルの水力直径ＨＤの分布が、２％以上３０％以下の相対
標準偏差を有する熱・音波変換部品。
【請求項２】
　前記複数のセルにおいて互いに隣接する隣接セルの組の間に、前記平面内における隣接
セル間の前記隔壁の厚さについて各隣接セルに応じた相違が存在し、前記隣接セル間の前
記隔壁の厚さの分布が、３％以上２２％以下の相対標準偏差を有する請求項１記載の熱・
音波変換部品。
【請求項３】
　前記複数のセルを区画形成する前記隔壁全体の外周面を覆う外周壁を備え、前記平面に
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おける前記熱・音波変換部品の断面を、縦１ｍｍ×横１ｍｍの矩形の領域を単位区画とし
て複数個の単位区画に分割したときに、これら複数個の単位区画から、前記外周壁の断面
を含む単位区画を取り除いた残りの単位区画からなる内側単位区画の間に、各内側単位区
画における前記セルの開口率について各内側単位区画に応じた相違が存在し、前記内側単
位区画における前記セルの開口率の分布が、７％以上４０％以下の相対標準偏差を有する
請求項１又は２記載の熱・音波変換部品。
【請求項４】
　請求項１～３のいずれか１項に記載の熱・音波変換部品であって、前記流体が前記複数
のセルの内部を満たしている状態において前記第１の端面側の第１端部と前記第２の端面
側の第２端部との間に温度差が生じたときに、該温度差に応じて前記流体を前記延在方向
に沿って振動させて音波を発生する熱・音波変換部品と、
　前記熱・音波変換部品の前記第１端部および前記第２端部にそれぞれ近接して設けられ
、該両端部との間で熱の授受を行うことで該両端部の間に温度差を与える一対の熱交換部
と、を備えた熱・音波変換ユニット。
【請求項５】
　請求項１～３のいずれか１項に記載の熱・音波変換部品であって、前記流体が前記複数
のセルの内部を満たしている状態において音波の伝播を受けて前記延在方向に沿って該流
体が振動したときに、前記第１の端面側の第１端部と前記第２の端面側の第２端部との間
に前記流体の振動に応じた温度差を生じさせる熱・音波変換部品と、
　前記熱・音波変換部品の前記第１端部および前記第２端部のうちの一方の端部に近接し
て設けられ、該一方の端部への熱の供給、あるいは、該一方の端部からの熱の吸収を行っ
て該一方の端部の温度を一定温度に維持する熱交換部と、
　前記熱・音波変換部品の前記第１端部および前記第２端部のうちの、前記一方の端部と
は反対側の他方の端部に近接して設けられ、前記熱交換部により前記一方の端部の温度が
一定温度に維持されている状態において前記熱・音波変換部品が音波の伝播を受けたとき
に、前記一定温度に維持された前記一方の端部に対し前記他方の端部が、前記音波の伝播
による前記流体の振動に応じた温度差を有するように、前記他方の端部との間で熱の授受
を行って得られた温熱あるいは冷熱を出力する温熱・冷熱出力部と、を備えた熱・音波変
換ユニット。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、熱・音波変換部品および熱・音波変換ユニットに関する。さらに詳しくは、
熱と音波のエネルギーとを相互に変換する熱・音波変換部品、および、熱・音波変換部品
と熱交換器で構成された熱・音波変換ユニットに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、社会全体でエネルギー資源の有効活用の要請が高まってきており、エネルギーを
再利用する様々な技術の開発が試みられている。その中でも、熱音響効果を利用して自動
車の排気ガス等の高温流体の熱を音波のエネルギーに変換し、そのエネルギーを最終的に
電力等の形で出力するエネルギーリサイクルシステムは、得られるエネルギーの取得率（
エネルギー効率）が高いことから注目を集めており、実用化に向けて様々な工夫が行われ
ている。
【０００３】
　熱音響効果は、簡単に言えば、熱により音波が発生する現象であり、より詳しく言えば
、細管の一端部に熱を与えて細管に温度勾配を形成することで細管中の音波伝播媒体が振
動を起こして音波が発生する現象である。このとき一度に数多くの細管を用いて音波が発
生させると効率がよいことから、熱音響効果を起こす細管の集合体として、孔径の小さい
貫通孔が数多く形成されたハニカム構造体が採用されることが多い（たとえば、特許文献
１～３参照）。
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【０００４】
　ところで、ハニカム構造体自体は、その表面積の大きい立体形状を利用する目的で、熱
音響効果とは無関係に、様々な用途について用いられてきた。たとえば、自動車の排気ガ
スから微粒子を取り除く排気浄化触媒担持用のハニカム構造体は、その典型的な例であり
、従来から様々なタイプのものが開発されている。また、他の例としては、イオン触媒体
として利用するために、孔径が数十～数百μｍの小さい貫通孔を持つハニカム構造体も開
発されており（たとえば、非特許文献１，２参照）、これらは、フィルタ目的のハニカム
構造体で通常用いられる押出成形法とは全く異なり、専ら化学的な手法を用いて作製され
る。
【０００５】
　このように、従来からよく知られたハニカム構造体ではあるが、熱音響効果を起こす熱
・音波変換部品として用いるには、熱音響効果発生に適した特有の特性を持つことが要求
される。たとえば、高い熱音響効果を発揮するためには、貫通孔の孔径を小さくすること
が好ましく、特許文献３では、排気浄化触媒担持用のハニカム構造体よりも貫通孔の孔径
の小さい０．５ｍｍ以上１．０ｍｍ未満程度の孔径の熱音響効果用のハニカム構造体が提
案されている。非特許文献１，２のハニカム構造体では孔径がきわめて小さいものの、専
ら化学的な手法を用いて作製されるため、その長さや耐久性に限界があり熱音響効果用の
ハニカム構造体にはあまり適さないのに対し、この特許文献３の熱音響効果用のハニカム
構造体は、熱音響効果を発揮する熱・音波変換部品としての利用に耐えられるという必要
条件を満たしつつ、高い熱・音波変換機能を有するという長所を有している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００５－１８０２９４号公報
【特許文献２】特開２０１２－１１２６２１号公報
【特許文献３】特開２０１２－２３７２９５号公報
【非特許文献】
【０００７】
【非特許文献１】インターネット上のＵＲＬ：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｍｅｓｌ．ｔ．ｕ
‐ｔｏｋｙｏ．ａｃ．ｊｐ／ｊａ／ｒｅｓｅａｒｃｈ／ｔｐｖ．ｈｔｍｌ
【非特許文献２】インターネット上のＵＲＬ：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｒｉｃｏｈ．ｃｏ
ｍ／ｊａ／ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ／ｔｅｃｈ／００９＿ｈｏｎｅｙｃｏｍｂ．ｈｔｍｌ
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　しかしながら特許文献３では、ハニカム構造体の両端部の温度差を徐々に大きくしてい
くときの、音波の発生し始める臨界的な温度差をなるべく小さくするためのハニカム構造
の構造上の工夫についてはあまり考慮されておらず、熱・音波変換部品による熱・音波変
換の始動性が低い。このように、熱・音波変換部品としてハニカム構造体を用いるにあた
っては、さらなる改良が望まれる。
【０００９】
　上記の事情を鑑み、本発明は、ハニカム構造を有し熱・音波変換の始動性の向上が図ら
れた熱・音波変換部品、および、このような熱・音波変換部品と熱交換器で構成された熱
・音波変換ユニットを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上述の課題を解決するため、本発明は、以下の熱・音波変換部品、および、熱・音波変
換ユニットを提供する。
【００１１】
［１］　第１の端面から第２の端面まで延在する複数のセルであって、振動することで音
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波を伝搬する流体によって内部が満たされる複数のセルを区画形成する隔壁を有し、該隔
壁と前記流体との間で授受される熱と、前記流体の振動による音波のエネルギーとを相互
に変換する熱・音波変換部品であって、前記セルの延在方向に垂直な平面内における前記
セルの断面の面積をＳ、該断面の周長をＣとしたときにＨＤ＝４×Ｓ／Ｃで定義される水
力直径ＨＤの、前記複数のセルの間における平均値が０．４ｍｍ以下であり、前記熱・音
波変換部品の各端面における開口率が６０％以上９３％以下であり、前記複数のセルの間
に、前記平面内における各セルの水力直径ＨＤについて各セルに応じた相違が存在し、前
記複数のセルの水力直径ＨＤの分布が、２％以上３０％以下の相対標準偏差を有する熱・
音波変換部品。
【００１２】
［２］　前記複数のセルにおいて互いに隣接する隣接セルの組の間に、前記平面内におけ
る隣接セル間の前記隔壁の厚さについて各隣接セルに応じた相違が存在し、前記隣接セル
間の前記隔壁の厚さの分布が、３％以上２２％以下の相対標準偏差を有する［１］記載の
熱・音波変換部品。
【００１３】
［３］　前記複数のセルを区画形成する前記隔壁全体の外周面を覆う外周壁を備え、前記
平面における前記熱・音波変換部品の断面を、縦１ｍｍ×横１ｍｍの矩形の領域を単位区
画として複数個の単位区画に分割したときに、これら複数個の単位区画から、前記外周壁
の断面を含む単位区画を取り除いた残りの単位区画からなる内側単位区画の間に、各内側
単位区画における前記セルの開口率について各内側単位区画に応じた相違が存在し、前記
内側単位区画における前記セルの開口率の分布が、７％以上４０％以下の相対標準偏差を
有する［１］又は［２］記載の熱・音波変換部品。
【００１４】
［４］　［１］～［３］のいずれかに記載の熱・音波変換部品であって、前記流体が前記
複数のセルの内部を満たしている状態において前記第１の端面側の第１端部と前記第２の
端面側の第２端部との間に温度差が生じたときに、該温度差に応じて前記流体を前記延在
方向に沿って振動させて音波を発生する熱・音波変換部品と、前記熱・音波変換部品の前
記第１端部および前記第２端部にそれぞれ近接して設けられ、該両端部との間で熱の授受
を行うことで該両端部の間に温度差を与える一対の熱交換部と、を備えた熱・音波変換ユ
ニット。
【００１５】
［５］　［１］～［３］のいずれかに記載の熱・音波変換部品であって、前記流体が前記
複数のセルの内部を満たしている状態において音波の伝播を受けて前記延在方向に沿って
該流体が振動したときに、前記第１の端面側の第１端部と前記第２の端面側の第２端部と
の間に前記流体の振動に応じた温度差を生じさせる熱・音波変換部品と、前記熱・音波変
換部品の前記第１端部および前記第２端部のうちの一方の端部に近接して設けられ、該一
方の端部への熱の供給、あるいは、該一方の端部からの熱の吸収を行って該一方の端部の
温度を一定温度に維持する熱交換部と、前記熱・音波変換部品の前記第１端部および前記
第２端部のうちの、前記一方の端部とは反対側の他方の端部に近接して設けられ、前記熱
交換部により前記一方の端部の温度が一定温度に維持されている状態において前記熱・音
波変換部品が音波の伝播を受けたときに、前記一定温度に維持された前記一方の端部に対
し前記他方の端部が、前記音波の伝播による前記流体の振動に応じた温度差を有するよう
に、前記他方の端部との間で熱の授受を行って得られた温熱あるいは冷熱を出力する温熱
・冷熱出力部と、を備えた熱・音波変換ユニット。ここで、「温熱あるいは冷熱を出力す
る」とは、たとえば、「温度が上がった流体、あるいは、温度が下がった流体を出力する
」ことを意味する。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明の熱・音波変換部品では、水力直径ＨＤが０．４ｍｍ以下であり、開口率が６０
％以上９３％以下となっていることで、熱音響効果を用いて熱を音波エネルギーに変換す
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る際の十分なエネルギー変換効率が維持されているとともに、複数のセルの水力直径ＨＤ
の分布が２％以上３０％以下の相対標準偏差を持つことで、熱・音波変換の始動性が向上
している。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】本発明の熱・音波変換ユニットおよび熱・音波変換部品の一実施形態が適用され
た電力発生システムの模式的な構成図である。
【図２】図１の熱・音波変換ユニットおよび熱・音波変換部品が適用された冷熱発生シス
テムの模式図である。
【図３】図１の熱・音波変換ユニットの構成を表した模式図である。
【図４】図３の熱・音波変換ユニットにおける高温側熱交換器の外観斜視図である。
【図５】高温側環状管の流入口および流出口を含む平面で見たときの高温側熱交換器の断
面図である。
【図６】高温側環状管の管内にさらに別のハニカム構造体が嵌合している熱・音波変換ユ
ニットの一形態を表す模式図である。
【図７】図６のＡ－Ａ線の断面における高温側熱交換器の模式的な断面構成図である。
【図８】図６および図７に示す熱・音波変換ユニットとは別の本発明の熱・音波変換ユニ
ットの一形態を表す模式図である。
【図９】図８に示す熱・音波変換ユニットとはさらに別の熱・音波変換ユニットの一形態
を表す模式図である。
【図１０】メッシュ構造を採用した高温側熱交換器の断面図である。
【図１１Ａ】図３に示す熱・音波変換部品のセルの貫通方向に垂直な面内における熱・音
波変換部品の断面図である。
【図１１Ｂ】単位区画による熱・音波変換部品の断面の分割を示す概念図である。
【図１２】本実施形態におけるハニカム成形体の作製に用いられる口金の外観斜視図であ
る。
【図１３】図１２に示す口金の、図１２とは反対側から見たときの外観斜視図である。
【図１４】図１２に示す口金の表面の一部を示す拡大平面図である。
【図１５】図１４に示す口金のＡ－Ａ’断面を示す模式図である。
【図１６】押さえ板構造の一例を表した図である。
【図１７】図１６とは別の押さえ板構造の一例を表した図である。
【図１８】さらに別の押さえ板構造の一例を表した図である。
【図１９】図１８とはさらに別の押さえ板構造の一例を表した図である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　以下、本発明の実施形態を、図面を参照しながら説明する。なお、本発明は以下の実施
形態に限定されるものではなく、本発明の趣旨を逸脱しない範囲で、当業者の通常の知識
に基づいて、適宜設計の変更、改良等が加えられることが理解されるべきである。
【００１９】
　図１は、本発明の熱・音波変換ユニットおよび熱・音波変換部品の一実施形態が適用さ
れた電力発生システムの模式的な構成図である。
【００２０】
　図１に示す電力発生システム１０００は、熱・音波変換ユニット１００、ループ管４、
共鳴管５、およびエネルギー変換器６により構成されている。
【００２１】
　ループ管４は、熱・音波変換ユニット１００の図の上側の端部（上端部）と下側の端部
（下端部）とに接続されたループ状の管である。共鳴管５は直線状の管であり、共鳴管５
の一端はループ管４に接続されており、共鳴管５の他端はエネルギー変換器６に接続され
ている。ここで、共鳴管５とエネルギー変換器６とを合わせた全体は、実質的に図の右方
向の端が閉じた管となっている。
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【００２２】
　熱・音波変換ユニット１００は、熱・音波変換部品１、高温側熱交換器２、および、低
温側熱交換器３を有している。
【００２３】
　高温側熱交換器２は、高温の加熱流体（たとえば高温の排気ガス等）の流入を受けて、
その熱を図１の熱・音波変換部品１の下端部に伝達し、流入時よりも温度の下がった加熱
流体を流出させるものである。一方、低温側熱交換器３は、高温側熱交換器２に流入する
加熱流体に比して相対的に温度の低い冷却流体（たとえば水等）の流入を受けて、その冷
熱を図１の熱・音波変換部品１の上端部に伝達し、流入時よりも温度の上がった冷却流体
を流出させるものである。このような高温側熱交換器２および低温側熱交換器３の働きに
より、熱・音波変換部品１の下端部が上端部よりも相対的に温度が高い状態が実現する。
熱・音波変換部品１は、図の上下方向に延びる複数の細い管状の貫通孔（以下、セルと呼
ぶ）を有するハニカム構造を有している。各セルは、隣接するセルから隔壁により隔てら
れており、高温側熱交換器２および低温側熱交換器３を介してループ管４と連通している
。
【００２４】
　ここで、ループ管４、共鳴管５、および熱・音波変換部品１の各セル、のそれぞれの内
部は、縦波の振動を生じて音波を伝播する作動流体で満たされている。作動流体としては
、たとえば、低粘性で反応性の低い希ガス等の気体を用いることができる。
【００２５】
　熱・音波変換部品１では、その両端部に上述の温度差が存在することにより、各セル内
の作動流体は、各セルの貫通方向に振動を開始し、その振動は音波として熱・音波変換部
品１から外部に伝播していく。このように温度差を与えると作動流体が振動する現象は、
自励振動と呼ばれており、細い管に温度勾配を与えたときに起きる従来からよく知られた
現象である。熱音響効果とは、熱に起因するこうした作動流体の自励振動により音波が発
生することを指している。ここで、この自励振動について簡単に説明する（なお、詳細に
ついては、数多くの文献で説明されているが、たとえば、特許文献３でも詳しく説明され
ている）。
【００２６】
　細い管に温度勾配が与えられると、高温側では、細い管の内部の作動流体は、管の壁面
から熱を吸収して高温側から低温側へ向けて膨張する。そして、その低温側で壁面に対し
熱を放出して圧縮して元の高温側の方に戻る。このような壁面との熱の授受と膨張圧縮が
繰り返されることで、結果的に、作動流体が管の延在方向に振動することとなる。簡単に
いえば、この作動流体の動きは、壁の壁面の温度勾配を緩和する（弱める）ように、熱を
運ぶ作動流体の動きだということができる。この説明からも明らかであるが、この現象は
、管が細いために内部の作動流体に対する壁面の熱的影響が大きい場合にのみ生じるもの
である。このため、管を太くしていくと壁面の熱的影響が小さくなっていき（すなわち断
熱状態に近づき）、こうした自励振動は生じにくくなる。そこで、自励振動により音波を
発生させる上では、管の太さが重要な要素となり、この管の太さは、より定量的には、管
の断面の面積をＳ、この断面の周長をＣとしたときにＨＤ＝４×Ｓ／Ｃで定義される水力
直径ＨＤによって評価できる。
【００２７】
　以下、図１に戻って電力発生システム１０００の説明を続ける。
【００２８】
　熱・音波変換部品１では細い管状のセルが複数存在し各セル内で自励振動が起きること
で、それら複数のセルの作動流体の振動の集合からなる音波が、熱・音波変換部品１から
ループ管４に向けて発せられる。そして、その音波は、この図の点線矢印の向きにループ
管４内を伝播していく。ループ管４内を伝播する音波の多くは共鳴管５内に進行し共鳴管
５内を図の右方向に進行する。上述したように、共鳴管５とエネルギー変換器６とを合わ
せた全体は、実質的に図の右方向の端が閉じた管となっているため、反射して逆の図の左
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方向に進行するものも発生し、共鳴管５内では、両進行波が重ね合わされることとなる。
このとき、進行波の周波数が、共鳴管５の長さ等で決まる共鳴周波数と整合すると、共鳴
管５内ではいわゆる共鳴が起こり、両進行波の重ね合わせからなりその共鳴周波数を有す
る定在波が発生する。図では、定在波の存在が一点鎖線の両矢印で示されている。
【００２９】
　ここで、エネルギー変換器６では、共鳴管５の実効的な長さを変化させることができる
不図示の機構が設けられており、これにより共鳴が起きるよう共鳴周波数を調整すること
ができる。共鳴管５の実効的な長さを変化させる機構としては、たとえば、特許文献１記
載のものを採用することができる。なお、ここでは、共鳴管５の実効的な長さを変化させ
ることができるものとして説明を行うが、図１の電力発生システム１０００では、熱・音
波変換部品１で発生しループ管４内を進行する音波の周波数成分のうち最も支配的な周波
数成分をあらかじめ把握しておき、共鳴管５の長さが、その支配的な周波数成分の周波数
が共鳴周波数となるような特定の長さにあらかじめ設計されている形態が採用されてもよ
い。
【００３０】
　また、エネルギー変換器６には、音波を電気信号に変換する機構も設けられている。こ
うした変換機構としては、たとえば、特許文献１に記載されているようなマイクロフォン
を備えた機構を挙げることができる。このようにマイクロフォンを利用する変換機構が最
も簡便ではあるが、マイクロフォンを利用する変換機構に限らず、音波のエネルギーを力
学的なエネルギーに変換しその力学的なエネルギーを電磁誘導により電力に変換する、従
来からよく知られた様々な機構（たとえば特許文献２の機構）が採用できる。
【００３１】
　図１の電力発生システム１０００では、以上説明した構成により、高温側熱交換器２に
流入する高温の加熱流体（たとえば高温の排気ガス等）の熱を電力に変換することができ
、エネルギーの有効利用（リサイクル）が可能となっている。
【００３２】
　次に、上記の熱・音波変換ユニット１００および熱・音波変換部品１が適用された冷熱
発生システムについて説明する。
【００３３】
　図２は、図１の熱・音波変換ユニット１００および熱・音波変換部品１が適用された冷
熱発生システムの模式図である。
【００３４】
　図２に示す冷熱発生システム２０００は、ループ管４’、伝播管５’、音波発生部７、
および、図１で説明した熱・音波変換ユニット１００により構成されている。
【００３５】
　ループ管４’は、熱・音波変換ユニット１００の図２の上側の端部（上端部）と下側の
端部（下端部）とに接続されたループ状の管であり、高温側熱交換器２および低温側熱交
換器３を介して熱・音波変換部品１の複数のセルと連通している。伝播管５’は直線状の
管であり、伝播管５’の一端はループ管４’に接続されており、伝播管５’の他端は音波
発生部７に接続されている。音波発生部７は、音波を発生する機能を有しており、音波発
生部７としては、たとえば、電力の供給を受けて音波を出力するスピーカを採用すること
ができる。また、図１の電力発生システム１０００からエネルギー変換器６を取り除いた
、熱の供給を受けて音波を発生させるシステム（この場合、共鳴管５の右側は開放端とな
って反射が起きないため、図１の状況とは異なり共鳴管５内では右向きの進行波が伝播す
る）を採用することもできる。
【００３６】
　熱・音波変換ユニット１００は、その構成自体は図１で説明したものと同じであるが、
図１のときとは異なり、図２の高温側熱交換器２および低温側熱交換器３の双方には、図
１の低温側熱交換器３に流入したのと同様の冷却流体（たとえば水）が流入するようにな
っている。
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【００３７】
　ここで、ループ管４’、伝播管５’、および熱・音波変換部品１の各セルの内部は、縦
波の振動を生じて音波を伝播する作動流体で満たされている。作動流体としては、たとえ
ば、図１の電力発生システム１０００と同様のものを採用できる。
【００３８】
　音波発生部７で発生した音波は、伝播管５’を図２の一点鎖線矢印の方向に伝播し、さ
らにループ管４’内を図２の点線矢印の方向に伝播していく。そして、熱・音波変換ユニ
ット１００に到達し、熱・音波変換部品１の図２の上側から各セル内に進行していく。こ
のとき、音波による熱輸送により、高温側熱交換器２側の端部が低温側熱交換器３側の端
部よりも相対的に温度が高い状態が実現する。高温側熱交換器２では常温近傍の冷却流体
が流入し、常温より高い温度で流出する。一方、音波による熱輸送により熱が高温側熱交
換器２側の端部へ輸送されてしまうので、熱・音波変換部品１の低温側熱交換器３側の端
部は、常温より低い温度となる。低温側熱交換器３では常温近傍の冷却流体が流入し、熱
・音波変換部品１の低温側熱交換器３側の端部に熱を奪われるため、常温より低い温度で
流出する。言い換えれば、冷水の形で、冷熱が出力されることになる。
【００３９】
　図２の冷熱発生システム２０００では、以上説明した構成により、音波発生部７で発生
した音波のエネルギーを用いて冷熱を出力することができる。特に、音波発生部７として
、図１の電力発生システム１０００からエネルギー変換器６を取り除いたシステムを採用
した場合には、図１の高温側熱交換器２に流入する高温の加熱流体（たとえば高温の排気
ガス等）の熱を冷熱に変換することができ、エネルギーの有効利用（リサイクル）が可能
となっている。
【００４０】
　以上説明したように、図１の電力発生システム１０００および図２の冷熱発生システム
２０００においては、本発明の一実施形態である熱・音波変換ユニット１００がきわめて
重要な役割を果たしている。以下では、図１の電力発生システム１０００で使用されてい
る状況を例にとって、熱・音波変換ユニット１００について、さらに詳しく説明する。以
下の説明では、一例として、図１の電力発生システム１０００として、図１の高温側熱交
換器２には、自動車の排気ガスの典型的な温度である４００～６００℃程度の高温の加熱
流体（たとえば排気ガスそのもの）が流入し、低温側熱交換器３には、２０～７０℃程度
の低温の冷却流体（たとえば水）が流入するものとして話を進める。この場合、熱・音波
変換部品１の両端部における温度差は、３３０～５８０℃程度となる。
【００４１】
　なお、当然のことではあるが、以下に説明する熱・音波変換ユニット１００の特性その
ものは、図２の冷熱発生システム２０００において使用する場合も変わるものではない。
【００４２】
　図３は、図１の熱・音波変換ユニット１００の構成を表した模式図である。
【００４３】
　熱・音波変換ユニット１００は、熱・音波変換部品１、高温側熱交換器２、および、低
温側熱交換器３、金属部材３２、および、干渉材１ａを備えており、これら全体は、ハウ
ジング１００ａ内に収容されてループ管４（図１も合わせて参照）に接続されている。
【００４４】
　熱・音波変換部品１では、それぞれが細い管状の貫通孔である複数のセル１４が、隔壁
１１によって区画形成されてなるハニカム構造を有している。ここで、本明細書では、「
セル」という語を、隔壁を含まない貫通孔のみを指すものとして用いる。各セル１４は、
図３の上下方向を貫通方向（各セル１４が延在する延在方向）とし、低温側熱交換器３側
の端面および高温側熱交換器２側の端面の両端面において開口する。熱・音波変換部品１
の、低温側熱交換器３側の端面は、金属部材３２と接しているとともに、金属部材３２を
間において低温側熱交換器３に対向している。なお、ここでは、金属部材３２が配置され
ているが、本発明では、金属部材３２が省略された形態も採用可能である。金属部材３２
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が省略された場合には、後述のメッシュ積層体３０と接触する作動流体が冷却された後に
、その冷却された作動流体が、音波の振動に対応した作動流体の変位により熱・音波変換
部品１の端面近傍に接触しこの端面近傍を冷却する。ここで、金属部材３２が省略された
形態では、熱・音波変換部品１と低温側熱交換器３との間の隙間は極力小さいことが好ま
しい。
【００４５】
　金属部材３２は、中央部に互いに平行な複数本のスリット（不図示）が形成された板状
の金属製部材であり、図３では、その板状の側面部（厚みの部分）のみが図示されている
。
【００４６】
　低温側熱交換器３は、複数枚の金属製（たとえば銅製）メッシュ板を重ね合わせてなる
メッシュ積層体３０を有している。また、低温側熱交換器３は、メッシュ積層体３０の側
面を取り巻く環状の管である低温側環状管３１を有している。このようにメッシュ積層体
３０の側面を取り巻く低温側環状管３１は、図３では、流入口３１ａおよび流出口３１ｂ
を含む断面においてメッシュ積層体３０の両側を挟み込むものとして模式的に示されてい
る。この低温側環状管３１は、流入口３１ａから、後述する高温側熱交換器２に流入する
加熱流体よりは相対的に低温の冷却流体（たとえば水）の流入を受け、その冷却流体の冷
熱をメッシュ積層体３０に伝達し（逆の言い方をすればメッシュ積層体３０の熱を冷却流
体に伝達し）、流出口３１ｂから、温度が上昇した冷却流体を流出させる役割を果たして
いる。
【００４７】
　メッシュ積層体３０に伝達された冷熱は、接触している作動流体に伝わり、さらに音波
の変位で熱・音波変換部品１の、低温側熱交換器３側の端面に伝達され、熱・音波変換部
品１の低温側熱交換器３側の端部を冷却する。このため、金属部材３２の材質としては熱
伝導率の高いものが好ましく、たとえば、銅製のものを用いることができる。
【００４８】
　なお、以上では、低温側熱交換器３の構成について詳しく説明したが、本発明の熱・音
波変換ユニットは、低温側の熱交換器の詳細に特に限定されず、従来から知られている熱
交換器を採用してもよい。また、後述する高温側熱交換器２と同じ構成のものを採用して
もよい。
【００４９】
　熱・音波変換部品１の側面は、干渉材１ａによって取り巻かれており、図３の模式的な
断面図では、その取り巻く干渉材１ａが、熱・音波変換部品１を図の左右両側から挟み込
む２つに分かれた干渉材１ａとして示されている。この干渉材１ａは、熱・音波変換部品
１の、低温側熱交換器３側の端部と高温側熱交換器２側の端部との間で熱・音波変換部品
１外部の周囲環境を介して熱の伝達が行われるのを防ぐ断熱材としての役割を果たしてい
る。
【００５０】
　高温側熱交換器２は、熱交換ハニカム構造体２０および高温側環状管２１を備えている
。熱交換ハニカム構造体２０は、熱・音波変換部品１と同様にハニカム構造を有しており
、それぞれが図３の上下方向を貫通する細い管状の貫通孔である２以上のセル２０ｄが、
隔壁２０ａによって区画形成されている。高温側環状管２１は、熱交換ハニカム構造体２
０の側面を取り巻く環状の管であり、流入口２１ａから高温の加熱流体（たとえば、高温
の排気ガス）の流入を受けてその加熱流体の熱を熱交換ハニカム構造体２０に伝達し流出
口２１ｂから温度が低下した加熱流体を流出させる役割を果たす。ここで、図３に示すよ
うに、高温側環状管２１の管内には、加熱流体との接触面積を増加させるために、金属製
あるいはＳｉＣ（炭化珪素）を主成分とするセラミックス製のフィン２１ｅが設けられて
いる。
【００５１】
　図４は、図３の熱・音波変換ユニット１００における高温側熱交換器２の外観斜視図で
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あり、図５は、高温側環状管２１の流入口２１ａおよび流出口２１ｂを含む平面で見たと
きの高温側熱交換器２の断面図である。
【００５２】
　図４に示すように、高温側熱交換器２では、高温側環状管２１の環状形状における中央
の空洞部分に熱交換ハニカム構造体２０が嵌め込まれた構成となっている。この高温側環
状管２１には、図４の太い矢印で示すように、図の下側の流入口２１ａから高温の加熱流
体（たとえば、高温の排気ガス）が流入し、図の上側の流出口２１ｂから流出する。この
とき、流入口２１ａから流入した高温の加熱流体は、図５の矢印で示すように、熱交換ハ
ニカム構造体２０の円形の外周を構成する外周壁２０ｂに直接に突き当たり、外周壁２０
ｂの左右二手に分かれて外周壁２０ｂに沿って進み、流出口２１ｂで合流して流出する。
このように熱交換ハニカム構造体２０の外周壁２０ｂに対して直接に高温の加熱流体が接
触することで、高温の加熱流体から外周壁２０ｂに対して多量の熱が直接に伝達され、そ
の熱は、熱交換ハニカム構造体２０内部の隔壁２０ａやセル２０ｄ内部の作動流体にも伝
達される。このように、熱交換ハニカム構造体２０が高温の加熱流体に直接に接触できる
のは、後述するように、熱交換ハニカム構造体２０が、耐熱性および熱伝導性が高い材料
で構成されているためであり、直接に加熱流体と接触できることで、間に他の部材を介し
た場合と比べ、熱の損失を抑え熱交換効率の向上が図られる。
【００５３】
　なお、このように熱交換ハニカム構造体２０が直接に加熱流体と接触する形態が好まし
いが、本発明では、熱交換ハニカム構造体２０の外周壁２０ｂが高温の加熱流体に直接に
接触する代わりに、外周壁２０ｂの周囲を金属で覆う形態も採用することができる。特に
、音波を伝播する作動流体として高圧の気体（たとえばアルゴン等の不活性の希ガス）を
用いる場合には、こうした高圧の気体を密閉して漏れを防ぐ観点からこのように外周壁２
０ｂの周囲を金属で覆う形態が好ましい。この場合、外周壁２０ｂの周囲を覆った金属の
外周面に、図５の熱交換ハニカム構造体２０の中心からみて外向き方向（動径方向）に突
出した金属製のフィン（たとえば図３のフィン２１ｅ参照）を備えていることが好ましい
。これは、高温の加熱流体との接触面積を増加させて熱交換効率を高めるためである。高
温の加熱流体との接触面積が小さいと、高温の加熱流体と高温側熱交換器２との熱の授受
が不十分で高温側熱交換器２の熱交換効率が低下してしまうので、高温加熱流体との接触
面積をできるだけ大きくすることが高温側熱交換器２にとって重要となる。
【００５４】
　特に、ＳｉＣ（炭化珪素）を主成分とするセラミックス材料で構成された、さらに別の
ハニカム構造体が高温側環状管の管内に嵌合している形態が最も好ましい。これは、Ｓｉ
Ｃ（炭化珪素）を主成分とするセラミックス材料は、金属製のフィンより高温での熱伝導
率が高く、高温ガスとの接触面積も飛躍的に増加させることができ、さらに、金属製のフ
ィンでは問題となり得る高温の加熱流体による腐食劣化の問題も回避できるからである。
以下、この好ましい形態について説明する。
【００５５】
　図６は、高温側環状管の管内にさらに別のハニカム構造体が嵌合している熱・音波変換
ユニットの一形態を表す模式図であり、図７は、図６のＡ－Ａ線の断面における高温側熱
交換器の模式的な断面構成図である。
【００５６】
　図６および図７では、図３～図５と同一の構成要素については同一の符号を付し、その
重複説明は省略する。
【００５７】
　図６の熱・音波変換ユニット２００における高温側熱交換器２’は、熱交換ハニカム構
造体２０’および２つの互いに異なる高温側環状管２１１，２１２を有している。熱交換
ハニカム構造体２０’は、図中の水平方向を貫通方向とする２以上のセルが隔壁により区
画形成されたハニカム構造を有しており、２つの異なる高温側環状管２１１，２１２によ
り加熱流体から伝達された熱を熱・音波変換部品１に伝達する。ここで、熱交換ハニカム
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構造体２０’は、熱・音波変換部品１から間隔ｔを置いて配置されている。
【００５８】
　図７に示すように、２つの高温側環状管２１１，２１２の内部には、ＳｉＣ（炭化珪素
）を主成分とするセラミックス材料で構成された管内ハニカム構造体２１１０，２１２０
がそれぞれ備えられている。管内ハニカム構造体２１１０，２１２０は、いずれも図中の
水平方向を貫通方向とする２以上のセルが隔壁により区画形成されたハニカム構造を有し
ている。２つの高温側環状管２１１，２１２では、図の矢印で示すように、流入した加熱
流体が管内ハニカム構造体２１１０，２１２０の各セルを通過して流出していく。このと
き、各セルを通過する加熱流体の熱が管内ハニカム構造体２１１０，２１２０に伝わり、
その熱は、高温側環状管２１１，２１２の壁面、および、熱交換ハニカム構造体２０’の
側面（外周壁の面）を取り巻く金属管（不図示）を介して、熱交換ハニカム構造体２０’
に伝達される。なお、図７では、簡単のため、熱交換ハニカム構造体２０’の断面が矩形
形状で図示されているが、図４および図５のように断面が円形状の場合であっても、高温
側環状管２１１，２１２の形状を円形に沿うようにする等により実質的に同様の構成を取
り得る。
【００５９】
　このように熱交換ハニカム構造体２０’の外周壁を金属管で覆い、その外側に、ＳｉＣ
（炭化珪素）を主成分とするセラミックス材料で構成された２つの管内ハニカム構造体２
１１０，２１２０を配置する構造では、熱交換ハニカム構造体２０’は直接加熱流体と接
触せず、このため、高温の加熱流体による腐食劣化を抑えることができる。また、作動流
体として不活性な希ガス（たとえばアルゴン等）を用いる場合には、作動流体により熱交
換ハニカム構造体２０’が腐食する問題も生じない。この場合、熱交換ハニカム構造体２
０’の材料としては、ＳｉＣ（炭化珪素）を主成分とするセラミックス材料の他、熱伝導
性の高い金属材料、たとえば銅も採用できる。
【００６０】
　ここで、図６における熱交換ハニカム構造体２０’の長さＬ’は、作動流体の振動より
発生する音波の波長程度であることが好ましい。音波の波長よりも長すぎると作動流体（
たとえば不活性な希ガス）への熱の供与が不十分となる。一方、長さＬ’が音波の波長よ
りも短すぎると、外側から熱交換ハニカム構造体２０’を通り抜けて熱・音波変換部品１
へ達してしまい、比較的低温の作動流体が熱・音波変換部品１の高温熱交換器側の端部を
冷やしてしまうといった悪影響が生じ得る。
【００６１】
　図８は、図６および図７に示す熱・音波変換ユニットとは別の本発明の熱・音波変換ユ
ニットの一形態を表す模式図、図９は、図８に示す熱・音波変換ユニットとはさらに別の
熱・音波変換ユニットの一形態を表す模式図である。
【００６２】
　図８に示す熱・音波変換ユニットでは、高温側熱交換器２Ａにおいて、図中の上側から
加熱流体が流入し高温側熱交換器２Ａの内部を通って図中の下方向に向けて流出する。一
方、図９に示す熱・音波変換ユニットでは、高温側熱交換器２Ａ’において、図中の上側
から加熱流体が流入し高温側熱交換器２Ａ’の内部を通って図中の上方向に向けて流出す
る。ここで、図８および図９に示す熱・音波変換ユニットのいずれも、低温側熱交換器３
Ａにおいては、図中の上側から冷却流体が流入し低温側熱交換器３Ａの内部を通って図中
の上方向に向けて流出する。ここで、図８および図９では、内部構造（以下の２つのハニ
カム構造体２２，２３を含む構造）を明らかにするために、一部については透視図となっ
ている。
【００６３】
　図８の高温側熱交換器２Ａおよび図９の高温側熱交換器２Ａ’は、金属材料で構成され
た柱状のハニカム構造体２３と、その周りを取り囲む、ＳｉＣ（炭化珪素）を主成分とす
るセラミックス材料で構成された中空の円柱状（言い換えれば厚みのある円筒状）のハニ
カム構造体２２とを有している。ハニカム構造体２３の外周では同一の金属材料の後述の
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金属メッシュ外筒２３ａが金属製のハニカム構造体２３と一体に形成されている。なお、
正確には、２つのハニカム構造体２２，２３の間にはメタライズ層が存在するが、これに
ついては後述する。これら２つのハニカム構造体２２，２３は、いずれも、円柱状の形状
の延在方向を貫通方向とする２以上のセルが隔壁により区画形成されたハニカム構造を有
している。このような図８および図９の構造によっても、熱の損失を抑え熱交換効率の向
上が図られる。
【００６４】
　なお、ここでは、金属材料で構成されたハニカム構造体２３によるハニカム構造が採用
されているが、これに代えて金属製のメッシュで構成されたメッシュ構造が採用されても
よい。
【００６５】
　図１０は、メッシュ構造を採用した高温側熱交換器の断面図である。
【００６６】
　図１０に示す高温側熱交換器では、金属外筒２２ａで外周が囲まれた、ＳｉＣ（炭化珪
素）を主成分とするセラミックス材料で構成されたハニカム構造体２２のさらなる内側に
、円筒状のメタライズ層２３ｂおよび金属メッシュ外筒２３ａを介して金属メッシュ体２
３’が備えられている。ここで、メタライズ層２３ｂは、モリブデンやマンガン等の金属
の焼き付けによって形成された層であり、金属製の金属メッシュ外筒２３ａとセラミック
ス製のハニカム構造体２２を接合させるための層である。図１０に示す構造によっても、
熱の損失を抑え熱交換効率の向上が図られる。
【００６７】
　以下、再び、図３～図５に戻って説明を続ける。
【００６８】
　図３に示すように、熱交換ハニカム構造体２０の、熱・音波変換部品１側の端面（熱交
換ハニカム構造体２０の上側の端面）は、熱・音波変換部品１の、高温側熱交換器２側の
端面（熱・音波変換部品１の下側の端面）と直接に接触している。以下、この熱交換ハニ
カム構造体２０の上側の端面を接触面２０ｓと呼ぶ。なお、本発明では、このように熱・
音波変換部品１と熱交換ハニカム構造体２０とが直接に接触する代わりに、熱・音波変換
部品１と熱交換ハニカム構造体２０との間に図６の間隔ｔのような隙間が存在していても
よい。この場合、熱交換ハニカム構造体２０に対して伝達された熱は、熱交換ハニカム構
造体２０と接した作動流体に伝達され、その加熱された作動流体が、音波の振動に対応し
た作動流体の変位により熱・音波変換部品１の端面近傍に接触し、この端面近傍が加熱さ
れる。これにより、熱・音波変換部品１の、高温側熱交換器２側の端部は、低温側熱交換
器３側の端部に比して相対的に温度の高い状態に維持されることとなる。
【００６９】
　ここで、この熱交換ハニカム構造体２０は、ＳｉＣ（炭化珪素）を主成分とするセラミ
ックス材料で構成されている。セラミックス材料は、耐熱性が高いため、上述のように直
接に高温の加熱流体に接触する熱交換ハニカム構造体２０の材料に適している。さらに、
セラミックス材料の中でもＳｉＣを主成分とするセラミックス材料は、熱伝導率が相対的
に高いため、上述したように熱交換ハニカム構造体２０が熱・音波変換部品１に熱を伝達
する役割を果たすのに適した材料となっている。ここで、「ＳｉＣを主成分とする」とは
、ＳｉＣが、熱交換ハニカム構造体２０の材料の５０質量％以上を占めることを意味する
。このときの気孔率としては、０～１０％であることが好ましい。また、隔壁２０ａの厚
さが０．２５～０．５１ｍｍであってセル密度が１５～６２セル／ｃｍ２であることが好
ましい。
【００７０】
　ＳｉＣを主成分とするセラミックス材料としては、具体的には、単純なＳｉＣに加え、
Ｓｉ含浸ＳｉＣ、（Ｓｉ＋Ａｌ）含浸ＳｉＣ、金属複合ＳｉＣ、再結晶ＳｉＣ、Ｓｉ３Ｎ

４、及びＳｉＣ等を採用することができる。これらの中でも、Ｓｉ含浸ＳｉＣ、（Ｓｉ＋
Ａｌ）含浸ＳｉＣが好ましい。その理由は、Ｓｉを含浸するＳｉＣは、高い熱伝導率およ
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び耐熱性を有することに加え、多孔質体であっても気孔率が低く緻密に形成されているた
め、Ｓｉを含浸しないＳｉＣに比して相対的に高い強度を実現できるからである。
【００７１】
　ここで、熱交換ハニカム構造体２０では、図５に示すように三角形のセル２０ｄが、セ
ル２０ｄの貫通方向に垂直な面内で、決まった長さの周期で周期的に配列した構成が採用
されている。後述するように、熱の伝達先である熱・音波変換部品１においても同様の構
成が採用されており、熱交換ハニカム構造体２０におけるセル２０ｄのこの周期は、熱・
音波変換部品１におけるセル１４の周期の１０以上の整数倍となっている。このように、
熱交換ハニカム構造体２０のセル２０ｄの形状として、熱の伝達先である熱・音波変換部
品１のセル１４の形状と同一の形状を採用し、熱交換ハニカム構造体２０のセル２０ｄの
周期として、熱・音波変換部品１のセル１４の周期の整数倍のものを採用することで、熱
交換ハニカム構造体２０のセル２０ｄの内部、および、熱・音波変換部品１のセル１４の
内部を満たしている作動流体の動きがスムーズになるよう工夫されている。なお、熱交換
ハニカム構造体２０のセルの周期が、熱・音波変換部品１のセルの周期よりも大きい理由
は、熱・音波変換部品１のセル１４は、上述した自励振動を起こすためにきわめて細い貫
通孔であることが要求されるためである。熱交換ハニカム構造体２０のセル２０ｄには、
そうした要請はなく、熱交換ハニカム構造体２０は熱交換の役割を果たせば十分であるた
め、熱・音波変換部品１のセル１４の周期に比べ、１桁（１０倍）以上の大きさのものと
なっている。
【００７２】
　また、図３に示すように、熱交換ハニカム構造体２０では、熱・音波変換部品１との接
触面２０ｓは、熱交換ハニカム構造体２０が高温の加熱流体と直接に接触して熱を受ける
受熱領域２１ｃよりも、熱・音波変換部品１側（図の上方向）にずれた位置にあり、受熱
領域２１ｃと重ならないようになっている。仮に、接触面２０ｓが受熱領域２１ｃと重な
ってしまうと、接触面２０ｓのうち、受熱領域２１ｃに近い縁の周辺と、受熱領域２１ｃ
から遠い中央付近とでは、温度差が大きく異なる状態が生じることがある。この場合、熱
・音波変換部品１の、熱交換ハニカム構造体２０側の端部（図３の下端部）が均一に加熱
されないために、熱・音波変換部品１の各セルの自励振動が各セルに応じてムラが出ると
いう問題が生じ得る。図３の熱交換ハニカム構造体２０では、接触面２０ｓが受熱領域２
１ｃと重ならないようになっていることで、こうした問題を回避している。
【００７３】
　また、図５に示すように、熱交換ハニカム構造体２０では、外周壁２０ｂの一部が欠け
てセル２０ｄの貫通方向に沿って延びるスリット２０ｃが形成されている。図５では、例
として、熱交換ハニカム構造体２０の外周面の４か所にスリット２０ｃが形成された例が
示されている。こうしたスリット２０ｃが存在することで、高温の加熱流体が直接に外周
壁２０ｂに接触したときに、外周壁２０ｂに生じる熱応力を緩和することができ、この結
果、外周壁２０ｂや隔壁２０ａの割れや剥離を抑えることができる。
【００７４】
　また、図５に示すように、高温側環状管２１には、スリット２０ｃが延在する方向に沿
って、各スリット２０ｃによる空隙を塞ぎつつ延在する４つの耐熱性金属板２１ｄが設け
られている。これら４つの耐熱性金属板２１ｄにより、４つのスリット２０ｃから作動流
体が高温側環状管２１内に漏れ出すことが防がれる。ここで、熱交換ハニカム構造体２０
は、高温側環状管２１の環状の中央部で、これら４つの耐熱性金属板２１ｄに嵌め込まれ
ることで支持される。また、４つの耐熱性金属板２１ｄにおいて、図５の熱交換ハニカム
構造体２０の中心からみて外向き方向（動径方向）に突出した金属製あるいはＳｉＣ（炭
化珪素）を主成分とするセラミックス製のフィン２１ｅ（図３も合わせて参照）が備えら
れている。
【００７５】
　次に、図３に示す熱・音波変換部品１について詳しく説明する。
【００７６】
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　図１１Ａは、図３に示す熱・音波変換部品１のセル１４の貫通方向に垂直な面内におけ
る熱・音波変換部品１の断面図である。
【００７７】
　図１１Ａに示すように、熱・音波変換部品１は、それぞれが細い管状の貫通孔である複
数のセル１４が、隔壁１１によって区画形成され（この点については図３も合わせて参照
）、さらにそれら隔壁１１の全体の外周を外周壁１３で取り囲むことで形成されている。
ここで、外周壁１３の構成材料としては、隔壁１１の構成材料と同じものを採用できる。
【００７８】
　上述したように、自励振動により音波を発生させる上でセル１４の水力直径ＨＤが１つ
の重要な要素であり、熱・音波変換部品１における複数のセル１４の平均的な水力直径Ｈ
Ｄは０．４ｍｍ以下のきわめて小さい値となっている。このように平均的な水力直径ＨＤ
がきわめて小さいセルが形成されていることで、熱・音波変換部品１では、十分な熱音響
効果を得ることができる。逆に、複数のセル１４の平均的な水力直径ＨＤが０．４ｍｍよ
り大きい場合、きわめて小さい熱音響効果しか得られず、たとえば、図１の電力発生シス
テム１０００や図２の冷熱発生システム２０００で十分な量の電力や冷熱を得ることは難
しくなる。
【００７９】
　ここで、より大きな熱音響効果を発揮するには、上述の水力直径ＨＤが小さいセルを、
できるだけ数多く形成するのが有利である。言い換えれば、熱・音波変換部品１の端面に
おける開口率が大きい方が有利である。熱・音波変換部品１は、各端面において６０％以
上の高い開口率を有しており、これにより大きな熱音響効果を発揮することができる。逆
に６０％未満の開口率では、熱音響効果に寄与するセルが少なすぎてあまり大きな熱音響
効果は得られない。
【００８０】
　ただし、開口率が高すぎると、熱・音波変換部品１の空洞部分が多すぎることとなり、
熱・音波変換部品１全体の耐久性や強度が低下する。そこで、熱・音波変換部品１では開
口率は９３％以下に抑えられている。実際、開口率が９３％を超えると、発生した音波に
よる衝撃や熱・音波変換部品１の両端の温度差に起因する熱的な歪みやねじれ（熱応力）
により生じる熱・音波変換部品１の損傷が無視できなくなる。
【００８１】
　まとめると、熱・音波変換部品１では、熱・音波変換部品１の端面における開口率が６
０％以上９３％以下となることで、十分な熱音響効果の発揮と十分な耐久性・強度との適
度なバランスが実現している。なお、６０％以上９３％以下の開口率の中でも、８０％以
上９３％以下の開口率が好ましい。
【００８２】
　なお、上記開口率は、貫通方向に垂直な断面を顕微鏡で撮影し、このときの断面の撮影
画像から、材料部分面積Ｓ１と空隙部分面積Ｓ２を求め、Ｓ１とＳ２を用いてＳ２／（Ｓ
１＋Ｓ２）として求められる。
【００８３】
　また、熱・音波変換部品１では、複数のセル１４の間に、セル１４の貫通方向に垂直な
平面内における各セルの水力直径ＨＤについて各セルに応じた相違が存在しており、複数
のセル１４の水力直径ＨＤの分布は、２％以上３０％以下の相対標準偏差を有している。
ここで、相対標準偏差とは、それぞれが１つの数値を有する複数個のデータ値からなる母
集団において、これら複数個のデータ値の標準偏差値を、これら複数個のデータ値の算術
平均で割ったものを指す。この定義からも明らかなようにこの相対標準偏差は無次元の値
である。この相対標準偏差は変動係数とも呼ばれ、複数個のデータ値の間における数値の
ばらつきの程度を表す量である。以下、このように複数のセル１４の間で水力直径ＨＤの
分布にばらつきを持たせる意義について簡単に説明する。
【００８４】
　一般に、熱音響効果により音波が発生するのは、より厳密に言えば、熱・音波変換部品
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として機能するハニカム構造体のセル内の少なくとも一部における作動流体の一時的な流
れ（動き）がきっかけとなって、隔壁との間の熱の授受による作動流体の圧縮膨張が生じ
て作動流体の振動が発生する（この圧縮膨張による振動の発生については図１で上述した
説明参照）ことによると考えられる。たとえば、ハニカム構造体の高温側の端部のセル内
に、何かの拍子にハニカム構造体の外部から作動流体が流れ込むような事態が生じれば、
その流れが作動流体の振動を誘発し熱音波変換が開始される。
【００８５】
　実際、特開２００５－２５３２４０では、熱・音波変換部品に熱音波変換を開始させる
にあたり、熱・音波変換部品による音波発生を誘発するためのスタータ用の音波を熱・音
波変換部品に与えることが提案されている。ただし、スタータ用の音波を与える機構を別
途設けるのは、電力発生システムの構成を複雑化することにつながるため、熱音響効果を
利用する多くの電力発生システムでは、こうした機構をあえて設けることなく、熱・音波
変換部品の両端部に温度差を与えるだけで熱音波変換が開始できるようにしている。
【００８６】
　ここで、ハニカム構造体を収容する管内（たとえば図１のようなループ管内）では、微
視的には様々な方向に作動流体が動いており、その移動方向はランダムであるため平均的
には作動流体の流れ（動き）が存在しない状態となっている。こうした作動流体のランダ
ムな動きは、通常、外乱と呼ばれており、この外乱のうち、ハニカム構造体の高温側の端
部のセル内に流れ込む作動流体の流れ（動き）が、熱音波変換開始のきっかけになると考
えられる。ただし、ハニカム構造体の高温側の端部のセル内に流れ込む作動流体の動きが
あったとしても、熱・音波変換部品の両端部の温度差に伴う熱・音波変換部品の温度勾配
（温度差をハニカム構造体の長さで割ったもの）が不十分な場合には作動流体が十分に振
動しないために音波が発生しない。このとき、温度勾配を徐々に大きくしていくと、ある
閾値以上のときに音波が発生するようになる（たとえば、特許文献３参照）。特に、特許
文献３の段落［００３８］では、ハニカム構造体の貫通孔の大きさが小さいほど、この閾
値が低くなることが示唆されている。
【００８７】
　このため、複数のセルを有するハニカム構造体では、平均的なセルの大きさ（典型的に
は水力直径ＨＤ）が小さい方が熱音波変換の始動性に関して有利であるといえる。しかし
ながら、複数のセルの水力直径ＨＤの平均値がほぼ同一の様々な水力直径ＨＤの分布のう
ち、どのような分布が始動性に関して有利かは、特許文献３の結果を踏まえても、きわめ
て非自明である。
【００８８】
　一見すると、水力直径ＨＤが均一の水力直径ＨＤの分布の方が複数のセル全体でみると
熱音波変換が起こりやすい（言い換えれば低い温度勾配で熱音波変換が開始する）ように
もみえる。しかしながら、実際に実験してみると（後述の実施例参照）、水力直径ＨＤが
ほぼ均一の水力直径ＨＤの分布よりは、水力直径ＨＤに、ある程度のばらつきがあった方
が熱音波変換が起こりやすいことが判明した。ただし、ばらつきが大きくなりすぎると今
度は熱音波変換が起こりにくくなることも判明した。より具体的にいえば、セルの貫通方
向に垂直な平面内において、複数のセルの水力直径ＨＤの分布が２％以上３０％以下の相
対標準偏差を有している場合に熱音波変換の始動性が高いということが判明した（後述の
実施例参照）。
【００８９】
　その明確な理由は不明であるが、定性的には、たとえば以下のような理由が考えられる
。まず、上記の数値範囲の下限の存在については、以下の理由が考えられる。外乱におけ
る作動流体の速度の大きさには、ある程度の分布があると考えられるところ、セルの水力
直径ＨＤに応じて、熱音波変換の開始に適当な作動流体の速度の大きさも多少異なってい
る可能性がある。このため、セルの水力直径ＨＤに、ある程度のばらつきを持たせた方が
、少なくともいずれかのセルにおいて熱音波変換が開始される確率が高くなる（言い換え
れば外乱を拾いやすい）ということが、数値範囲の下限の存在の原因としてあるかもしれ
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ない。一方、上記の数値範囲の上限の存在については、水力直径ＨＤの分布にばらつきが
大きすぎると、水力直径ＨＤの小さいほんの一部のセルでのみ音波が発生するにとどまり
、複数のセル全体でみると音波がほとんど発生していない状態となるということが原因と
してあるかもしれない。
【００９０】
　このような事情を考慮して、図１１Ａの熱・音波変換部品１では、複数のセル１４の水
力直径ＨＤの分布に２％以上３０％以下の相対標準偏差を有するようになっており、これ
により、熱・音波変換部品１では、熱音波変換の始動性の向上が図られている。
【００９１】
　ここで、複数のセル１４の間で水力直径ＨＤについてばらつきが存在することを模式的
に示すために、図１１Ａでは、熱・音波変換部品１の断面内における、それぞれ６個の三
角形のセル１４を含む正六角形領域Ａおよび正六角形領域Ｂの拡大図が示されている。正
六角形領域Ａおよび正六角形領域Ｂはいずれも、同一の面積及び形状を有する正六角形状
の区画であり、熱・音波変換部品１の断面は、このような正六角形領域の集合により構成
されている（このため、以下に説明するように、正六角形領域Ａの内部と正六角形領域Ｂ
の内部とを対比するときを除き、正六角形領域Ａや正六角形領域Ｂを含め、こうした正六
角形領域を正六角形領域１５と呼ぶことがある）。ただし、厳密にいえば、外周壁に接す
る周縁部では、正六角形領域は完全な正六角形状とならずに正六角形状の一部が欠けた状
態となっている。
【００９２】
　各正六角形領域では、各正六角形領域の中心を取り囲むように６個のセル１４が配置さ
れている。ここで、正六角形領域Ａに含まれる６個のセル１４は互いに同じ大きさの断面
積・形状を有し、正六角形領域Ｂに含まれる６個のセル１４も互いに同じ大きさの断面積
・形状を有する。しかし、正六角形領域Ａに含まれる６個のセル１４は、正六角形領域Ｂ
に含まれる６個のセル１４よりも断面積が大きく、従って水力直径ＨＤは正六角形領域Ａ
内のセル１４の方が大きい。
【００９３】
　以上では、正六角形領域Ａおよび正六角形領域Ｂの２つの正六角形領域を例にとって説
明したが、この例からもわかるように、熱・音波変換部品１の断面内では、各正六角形領
域内のセル１４の水力直径ＨＤは各正六角形領域に応じた１つの値に決められており、熱
・音波変換部品１の断面内には、セル１４の水力直径ＨＤが互いに異なる複数種類の正六
角形領域が混在している。これにより、熱・音波変換部品１の断面全体において、熱・音
波変換部品１の複数のセル１４の間で水力直径ＨＤについてばらつきが存在する状態が実
現している。
【００９４】
　ここで、図１１Ａの正六角形領域Ａにおける隔壁１１の厚さＴおよび正六角形領域Ｂに
おける隔壁１１の厚さＴ’のように、熱・音波変換部品１の断面では、各正六角形領域内
における隣接セル１４間の隔壁１１の厚さは、各正六角形領域に応じた１つの値に決めら
れており、種類（上述したように水力直径ＨＤで決まる種類）が異なる正六角形領域同士
では、正六角形領域内の隔壁１１の厚さも互いに異なっている。また、隣接する２つの正
六角形領域にそれぞれ属し互いに隣接する２つのセル１４の間の隔壁１１の厚さも、その
隣接する２つの正六角形領域の種類（水力直径ＨＤで決まる種類）の組み合わせに応じた
１つの値に決められており、種類の組み合わせに応じて隔壁１１の厚さが異なるものとな
っている。この結果、熱・音波変換部品１では、熱・音波変換部品１のすべての隣接セル
の組の間には、隣接セル間の隔壁１１の厚さについて、ばらつきが存在する状態が実現し
ている。このときの隣接セル間の隔壁１１の厚さのばらつきとして、隔壁の厚さの分布が
、３％以上２２％以下の相対標準偏差を有することが、熱音波変換の始動性の向上の上で
好ましい。
【００９５】
　図１１Ｂは、単位区画による熱・音波変換部品の断面の分割を示す概念図である。
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【００９６】
　図１１Ｂには、図１１Ａに示す熱・音波変換部品１の断面を、単位区画１６で複数個の
単位区画に分割したときの様子が示されており、この単位区画１６は、横方向（左右方向
）の辺の長さＳ１が１ｍｍであって縦方向（上下方向）の辺の長さＳ２が１ｍｍの矩形の
領域である。
【００９７】
　熱・音波変換部品１の断面を複数個の単位区画に分割したときには、図１１Ｂから明ら
かなように、複数個の単位区画のいくつかは、外周壁１３の断面を含んでいる。複数の単
位区画から、こうした外周壁１３の断面を含む単位区画を取り除いた残りの単位区画を、
以下では内側単位区画と呼ぶ。たとえば、図１１Ｂ中において符号「１６」が付されてい
る単位区画は、外周壁１３を全く含んでおらず内側単位区画の１つである。以下では、図
１１Ｂにおける内側単位区画のそれぞれを内側単位区画１６と呼ぶことがある。
【００９８】
　熱・音波変換部品１では、複数のセル１４の間で水力直径ＨＤについてばらつきが存在
することに対応して、全内側単位区画１６の間には、各内側単位区画における開口率につ
いてばらつきが存在する状態が実現している。このとき内側単位区画１６における開口率
のばらつきとして、内側単位区画１６における開口率の分布が、７％以上４０％以下の相
対標準偏差を有することが、熱音波変換の始動性の向上の上で好ましい。
【００９９】
　なお、ばらつきを有する水力直径ＨＤや隔壁１１の厚さや内側単位区画１６における開
口率については、貫通方向に垂直な断面を顕微鏡で撮影し、このときの断面の撮影画像に
おいて、セル１４の面積や大きさや隔壁１１の厚さ等を測定することにより得ることがで
きる。
【０１００】
　以上は、熱・音波変換部品１の複数のセル１４や隔壁１１や内側単位区画１６に関する
特性量のばらつきについて説明であり、以下では、特性量のばらつき以外の熱・音波変換
部品１の特徴について説明する。
【０１０１】
　熱・音波変換部品１では、その両端面の間の長さをＬとしたときにこの長さＬに対する
上述の水力直径ＨＤの比ＨＤ／Ｌが０．００５以上０．０２未満となっている。仮に、Ｈ
Ｄ／Ｌが０．００５未満であると、水力直径ＨＤに比して熱・音波変換部品１が長すぎて
、熱・音波変換部品１の各セル内の作動流体が熱・音波変換部品両端の温度差の影響を受
けにくくなる。この場合、各セル内の作動流体と隔壁１１との間における熱の授受が不十
分で十分な熱音響効果が得られない。一方、仮に、ＨＤ／Ｌが０．０２以上であると、今
度は、水力直径ＨＤに比して熱・音波変換部品１が短すぎて、各セル内の作動流体と隔壁
１１との間で熱の授受が不十分なまま熱・音波変換部品１において高温側熱交換器２側か
ら低温側熱交換器３側に隔壁１１を熱が伝導していくことになる。この結果、やはり十分
な熱音響効果が得られない。そこで、熱・音波変換部品１では、比ＨＤ／Ｌが０．００５
以上０．０２未満となるよう工夫されており、このため、各セル内の作動流体と隔壁１１
との間における熱の授受が十分に行われる。この結果、熱・音波変換部品１では、十分な
熱音響効果が得ることができる。
【０１０２】
　また、本発明の熱・音波変換部品では、セルの貫通方向に垂直な面内でのセルの形状と
しては、三角形、四角形、五角形、六角形等の様々な多角形、および、楕円形（真円の形
状含む）を採用できるが、三角形、四角形、六角形、およびこれらの組み合わせが好まし
く、図１１Ａのように、三角形のセル１４がこの垂直な面内で周期的に配列した構成が特
に好ましい。
【０１０３】
　三角形のセル１４が特に好ましいのは、様々な多角形および楕円形のセル形状のうち、
三角形のセル形状が、隔壁の厚さをできるだけ薄くして数多くのセルを配列させるのに最
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も適しているからである。ここで、自動車の排ガスから微粒子を取り除く排気浄化触媒担
持用のハニカム構造体では、セルの角部が鋭角であると、微粒子が角部に堆積しやすいと
いった問題があるため、三角形のセル形状は、（原理的には採用可能であっても）実際上
、採用されないことが多い。しかし、熱音響効果を発揮するハニカム構造体としては、自
励振動を起こす作動流体（希ガス等の気体）に関して、このような問題は存在しないため
、数多くのセルを配列させるのに最も適した三角形のセル形状を積極的に活用できる。
【０１０４】
　ここで、図１１Ａでは、ばらつきの説明の簡単化のため、セル１４の正三角形状の角部
は鋭角として図示されているが、実際には、セル１４の形状としては、角部が弯曲した三
角形の形状となっており、この角部の曲率半径が０．０２ｍｍ以上０．１ｍｍ以下となっ
ている。曲率半径が０．０２ｍｍ以上であることでその緩やかに弯曲した形状により、セ
ル１４を押しつぶすように働く衝撃に対し十分に対抗できる。これは、トンネル等の穴の
形状としては、丸みを帯びた形状の方が角ばった形状よりも、周囲からの外力に対抗しや
すいのと同様の理由に基づくものである。ただし、弯曲部分が大きすぎると、今度は、各
セルの角部付近で隔壁１１が分厚くなり、その分、熱音響効果に寄与するセル１４の貫通
孔が減ることになる。そこで、曲率半径が０．１ｍｍ以下となっていることで、同時に高
い熱音響効果も維持されている。
【０１０５】
　なお、セル１４の角部における曲率半径については、セル１４の貫通方向に垂直な断面
の拡大写真をとり、そのセル１４の断面形状に基づき測定することができる。
【０１０６】
　また、熱・音波変換部品１では、熱・音波変換部品１での構成材料の熱伝導率が、５Ｗ
／ｍＫ以下の低い熱伝導率となっていることが好ましい。仮に熱伝導率が５Ｗ／ｍＫより
大きい場合には、各セル内の作動流体と隔壁１１との間で熱の授受が不十分なまま高温側
熱交換器２側から低温側熱交換器３側に隔壁１１を熱が伝導していくことになり、十分な
熱音響効果が得られないことがある。これに対し、熱伝導率が５Ｗ／ｍＫ以下の低い熱伝
導率となることで、各セル内の作動流体と隔壁１１との間で熱の授受が十分に行われ、十
分な熱音響効果が得られる。なお、５Ｗ／ｍＫ以下の熱伝導率の中でも、１．５Ｗ／ｍＫ
以下の熱伝導率であることが特に好ましい。ただし、熱伝導率が小さすぎると、今度は、
熱・音波変換部品１の高温側熱交換器２側の端面のみが局所的に高温となってセル内壁面
に熱が伝わらず熱音響効果が起きにくくなるので、少なくとも０．０１Ｗ／ｍＫ以上の熱
伝導率であることが好ましい。
【０１０７】
　ここで、熱伝導率は、温度傾斜法（定常法）で求められる。具体的には、以下のように
して求められる。まず、熱伝導率の測定対象から板状のテストサンプルを切り出し、その
板状のテストサンプルを熱伝導率が既知のスペーサ（たとえば銅やステンレス等の金属）
で挟む。次に、その片面を３０℃～２００℃に加熱し、反対面を２０～２５℃に冷却する
ことにより、テストサンプルの厚さ方向に一定の温度差を設ける。そして、伝播する熱流
量をスペーサ内の温度勾配により求め、この熱流量を温度差で割り算して熱伝導率を算出
する。
【０１０８】
　以下、図１１Ａに示す一体型の熱・音波変換部品１の製造方法について説明する。以下
では、熱・音波変換部品１がセラミックス材料で構成されている場合を例にとって説明す
る。
【０１０９】
　まず、セラミック原料にバインダ、界面活性剤、造孔材、水等を添加して成形原料とす
る。セラミック原料としては、コージェライト化原料、炭化珪素－コージェライト系複合
材料、アルミニウムチタネート、炭化珪素、珪素－炭化珪素系複合材料、アルミナ、ムラ
イト、スピネル、リチウムアルミニウムシリケート、および、鉄－クロム－アルミニウム
系合金のうちの１つ、あるいは、２つ以上の組み合わせであることが好ましい。これらの
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中でも、コージェライト化原料が好ましい。なお、コージェライト化原料とは、シリカが
４２～５６質量％、アルミナが３０～４５質量％、マグネシアが１２～１６質量％の範囲
に入る化学組成となるように配合されたセラミック原料であって、焼成されてコージェラ
イトになるものである。なお、セラミック原料の含有量は、成形原料全体に対して４０～
９０質量％であることが好ましい。
【０１１０】
　バインダとしては、メチルセルロース、ヒドロキシプロポキシルセルロース、ヒドロキ
シエチルセルロース、カルボキシメチルセルロース、ポリビニルアルコール等を挙げるこ
とができる。これらの中でも、メチルセルロースとヒドロキシプロポキシルセルロースと
を併用することが好ましい。バインダの含有量は、成形原料全体に対して２～２０質量％
であることが好ましい。
【０１１１】
　水の含有量は、成形原料全体に対して７～４５質量％であることが好ましい。
【０１１２】
　界面活性剤としては、エチレングリコール、デキストリン、脂肪酸石鹸、ポリアルコー
ル等を用いることができる。これらは、単独で使用してもよいし、２つ以上を組み合わせ
て使用してもよい。界面活性剤の含有量は、成形原料全体に対して５質量％以下であるこ
とが好ましい。
【０１１３】
　造孔材としては、焼成後に気孔となるものであれば特に限定されるものではなく、例え
ば、澱粉、発泡樹脂、吸水性樹脂およびシリカゲル等を挙げることができる。造孔材の含
有量は、成形原料全体に対して１５質量％以下であることが好ましい。
【０１１４】
　次に、成形原料を混練して坏土を形成する。成形原料を混練して坏土を形成する方法と
しては特に制限はなく、例えば、ニーダー、真空土練機等を用いる方法を挙げることがで
きる。
【０１１５】
　次に、坏土を押出成形することで、複数のセルを区画形成する隔壁を備えたハニカム成
形体を形成する。押出成形に際しては、上述した、各セルの水力直径ＨＤ、開口率、熱・
音波変換部品１の形状、セル形状、各セルの周期、に対応した形状の口金を用いることが
好ましい。口金の材質としては、摩耗し難い超硬合金が好ましい。なお、ハニカム成形体
における各セルの水力直径ＨＤ、開口率、等の値については、後述の乾燥処理および焼成
の処理で生じる収縮をも考慮して決定することが好ましい。
【０１１６】
　ここで、大きな熱音響効果を発揮するための、上述したような、各セルの水力直径ＨＤ
がきわめて小さく開口率が高い（セル密度が高い）図１１Ａの熱・音波変換部品１を作製
する際には、以下の２つの問題により、こうした制約がない従来の排気浄化触媒担持用の
ハニカム構造体で用いられている押出成形法をそのまま単純に流用する（口金を、高密度
の細孔形成用の口金に取り換えただけで同様の製造方法をそのまま実行する）ことはでき
ない。
【０１１７】
　第１の問題は、押出成形の際に、高温で押し出された坏土が成形用口金の孔内に密着し
て目詰まりが起こりやすいことである。なお、この問題については、たとえば、特許文献
３の段落［００２１］でも言及されている。
【０１１８】
　第２の問題は、図１１Ａの熱・音波変換部品１のような各セルの水力直径ＨＤがきわめ
て小さく開口率が高い（セル密度が高い）ハニカム構造体に対応する口金には、必然的に
きわめて細い微細部分（典型的には０．３ｍｍ程度の太さの部分）が存在することとなり
、この微細部分が、坏土押出しの際の粘性摩擦により損傷（たとえば引きちぎれる等）を
受けやすいことである。
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【０１１９】
　そこで、熱・音波変換部品１の製造方法においては、これら２つの問題を解消するため
に、以下の工夫が凝らされている。
【０１２０】
　第１の問題に関しては、各セルの水力直径が０．４ｍｍ以下であって開口率が６０％以
上９３％以下の、水力直径がきわめて小さく開口率が高い（セル密度が高い）熱・音波変
換部品１に対応した口金（以下、正規口金と呼ぶ）による押出成形の実行前に、リブの厚
さが０．０４ｍｍ以上０．０９ｍｍ以下というリブの厚さがきわめて小さい口金（以下、
ダミー口金と呼ぶ）での坏土の押出処理が行われる。なお、ここでいう「リブの厚さ」と
は、成形体ハニカムの隔壁厚さのことで、口金におけるスリット幅を指しており、各スリ
ットは、坏土の排出孔であって作製対象のハニカム構造体の各隔壁部分の形状を決定する
ものである。以下、「リブの厚さ」を、スリット幅を意味するものとして用いる。このダ
ミー口金を用いた押出処理により、目詰まりの原因となりやすい坏土成分をあらかじめ取
り除くことができる。この押出処理後の坏土を用いて正規口金による押出成形を実行する
ことにより、上記の目詰まりの発生を抑えることが可能となる。
【０１２１】
　第２の問題に関しては、押出成形による熱・音波変換部品１の成形体の保形性を維持で
きる（つまり、成形体の形が崩れない）範囲内で、押出成形に用いる坏土の粘性を、従来
の排気浄化触媒担持用のハニカム構造体の製造で用いられる坏土の粘性に比べ大幅に低減
して粘性摩擦を小さくすることで対処している。ここで、このように保形性維持の条件を
満たしつつ坏土の粘性を低減するにあたっては、坏土中の水の比率を、従来の排気浄化触
媒担持用のハニカム構造体の製造時に比べ、より厳格に制御する（すなわち、水の比率の
制御目標値と実際の水の比率の値との間の誤差をきわめて狭い範囲内に抑える）ことも必
要となる。より具体的には、従来の排気浄化触媒担持用のハニカム構造体の製造で用いら
れる坏土中の水の比率が、坏土固形成分１００質量部に対し２５～３５質量部であるのに
対し、熱・音波変換部品１の製造で用いられる坏土中の水の比率は、坏土固形成分１００
質量部に対し４０～４２質量部となっている。なお、坏土中の水の比率を増加した場合に
は、坏土の粘性が低減して熱・音波変換部品１の成形体の形状に適度なばらつきが生じる
ようになり、音波の自励振動が起こりやすくなるという効果も生じる。
【０１２２】
　ここで、本実施形態におけるハニカム成形体の作製（すなわち押出成形）に用いられる
口金について説明する。なお、以下では、説明の簡単化のために、主に、セル形状が四角
形の場合について説明する。
【０１２３】
　図１２は、本実施形態におけるハニカム成形体の作製に用いられる口金の外観斜視図で
あり、図１３は、図１２に示す口金の、図１２とは反対側から見たときの外観斜視図であ
り、図１４は、図１２に示す口金の表面の一部を示す拡大平面図であり、図１５は、図１
４に示す口金のＡ－Ａ’断面を示す模式図である。
【０１２４】
　図１２～図１５に示されるように、口金３０１は、第２の板状部３０３と、炭化タング
ステン基超硬合金製の第１の板状部３０７とを備えている。ここで、第２の板状部３０３
は、鉄、鋼材、アルミ合金、銅合金、チタン合金およびニッケル合金からなる群から選択
される少なくとも一種により構成されたものであり、この第２の板状部３０３には、ハニ
カム成形体の成形原料を導入するための裏孔３０５が形成されている。第１の板状部３０
７には、裏孔３０５に連通する穴部３１１が形成されているとともに、穴部３１１に連通
しセルブロック３１３を区画するスリット３０９が形成されている。この第１の板状部３
０７は、第２の板状部３０３側に配設された第１の層３０７ａと、第１の層３０７ａに配
設された第２の層３０７ｂとから構成されている。ここで、穴部３１１は、第１の層３０
７ａの両面に開口しており、スリット３０９は、第２の層３０７ｂの両面に開口している
。図１５には、第１の接合面３１０における穴部３１１の開口部３１１ａが、第２の接合
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面における裏孔３０５の開口部３０５ａと一致するように配置されている状態が示されて
いる。以上の口金３０１の構成は、後述するように、口金の長寿命化を図るためのもので
ある。
【０１２５】
　ここで、口金３０１の厚さは４～１０ｍｍであることが好ましい。４ｍｍより薄いと、
成形時に口金が破壊されることがある。１０ｍｍより厚いと、ハニカム構造体を成形する
際に、圧力損失が高く、成形し難いことがある。
【０１２６】
　第２の板状部３０３は、鉄、鋼材、アルミ合金、銅合金、チタン合金およびニッケル合
金からなる群から選択される少なくとも一種により構成された板状部材から構成される。
ここで、鋼材とは、ステンレス鋼、ダイス鋼およびハイス鋼からなる群から選択される少
なくとも一種のことである。第２の板状部３０３の材質としては、これらの中でも、鋼材
が好ましく、ステンレス鋼が更に好ましい。
【０１２７】
　なお、本願においては、「鉄、鋼材、アルミ合金、銅合金、チタン合金およびニッケル
合金からなる群から選択される少なくとも一種」のことを「快削材」と称することがある
。快削材は、炭化タングステン基超硬合金と比較して、容易に研削加工することができる
材質（材料）である。第２の板状部３０３は、スリット３０９が形成されていないため、
第１の板状部３０７に比べて、摩耗の問題が少ない。第２の板状部３０３は、快削材によ
り形成されたものであるため、炭化タングステン基超硬合金に比べて加工性に優れている
。また、炭化タングステン基超硬合金より、快削材のほうが安価であるため、製造コスト
を低下させることが可能である。
【０１２８】
　第２の板状部３０３の材質の一種であるステンレス鋼としては、公知のステンレス鋼を
用いることができる。たとえば、ＳＵＳ３０４、ＳＵＳ３０３等を挙げることができる。
また、第２の板状部３０３の大きさは、特に限定されず、用途に合わせて、所望の大きさ
にすることができる。ただし、第２の板状部３０３が円板状である場合、円板の直径（一
方の面および他方の面の直径）は２０～４０ｍｍであることが好ましい。また、第２の板
状部３０３の厚さについては２～８ｍｍが好ましい。２ｍｍより薄いと成形抵抗による応
力による変形、破損を生じ、８ｍｍより厚いと成形抵抗が過大になり成形体の押し出しが
困難となる。
【０１２９】
　上述したように、第２の板状部３０３には、成形原料を導入するための裏孔３０５が形
成されており、裏孔３０５は、成形原料を導入するための貫通孔（第２の板状部３０３の
両面に開口する孔）である。この口金３０１を用いてハニカム構造体を成形するときには
、裏孔３０５からハニカム構造体の成形原料が導入される。裏孔３０５の形状については
、導入された成形原料を、穴部３１１およびスリット３０９に導くことができるような形
状であれば特に制限はないが、裏孔３０５を成形原料が流れる方向（第２の板状部の厚さ
方向）に直交する断面における形状が、円形であることが好ましい。また、裏孔３０５の
開口部の直径は０．１５～０．４５ｍｍであることが好ましく、０．２５～０．４０ｍｍ
であることが更に好ましい。このような裏孔３０５は、例えば、電解加工（ＥＣＭ加工）
、放電加工（ＥＤＭ加工）、レーザ加工、ドリル等の機械加工等の方法によって形成する
ことができる。これらの方法の中でも、効率的に、精度良く裏孔３０５を形成することが
可能であることより、電解加工（ＥＣＭ加工）が好ましい。裏孔の空間は円柱形状である
ことが好ましい。この場合、裏孔を成形原料が流れる方向（第２の板状部の厚さ方向）に
直交する断面における直径（裏孔の直径）が一定の値となる。そして、この場合、裏孔の
直径は、第２の接合面における裏孔の開口部の直径と同じ値になる。また、裏孔の個数は
、特に限定されず、作製しようとするハニカム構造体の形状等に合わせて適宜決定するこ
とができるが、セル形状が三角形の場合には、ハニカム隔壁交差部に対応する全ての位置
に裏孔を配置することが好ましく、セル形状が　四角セルの場合には、ハニカム隔壁交差
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部一つおきに千鳥状に裏孔を配置することが好ましい。
【０１３０】
　第１の板状部３０７は、炭化タングステン基超硬合金製の板状部材から構成されている
。そして、裏孔３０５の直径に比べて、スリット３０９の幅は、非常に狭く形成されてい
る。このため、成形原料を押出成形する際に、裏孔３０５内の圧力が高くなって、スリッ
ト３０９に応力が集中し、摩耗したり変形したりする等の不具合が生じやすい。そのため
、第１の板状部３０７は、耐摩耗性の高い材料である炭化タングステン基超硬合金によっ
て形成されている。ここで、「炭化タングステン基超硬合金（超硬合金）」とは、炭化タ
ングステンと結合材とが焼結した合金のことである。結合材は、コバルト（Ｃｏ）、鉄（
Ｆｅ）、ニッケル（Ｎｉ）、チタン（Ｔｉ）、およびクロム（Ｃｒ）からなる群から選ば
れる少なくとも１種の金属であることが好ましい。このような炭化タングステン基超硬合
金は、耐摩耗性や機械的強度に特に優れている。
【０１３１】
　第１の板状部３０７の大きさは特に限定されず、用途に合わせて、所望の大きさにする
ことができる。ただし、第１の板状部３０７が円板状である場合、円板の直径は、２０～
４０ｍｍが好ましい。第１の板状部３０７および第２の板状部３０３が円板状である場合
、第１の板状部３０７の直径は、第２の板状部３０３の直径の９０～１００％が好ましい
。なお、第１の板状部３０７の厚さは、０．３～１．２ｍｍであることが好ましく、０．
５～０．９ｍｍであることが更に好ましい。また、第１の板状部３０７の厚さは、第２の
板状部３０３の厚さの０．０５～２倍であることが好ましい。
【０１３２】
　上述したように、第１の板状部３０７は、第２の板状部３０３側に配設された第１の層
３０７ａと、第１の層３０７ａに配設された第２の層３０７ｂとから構成されている。口
金３０１は、このように第１の板状部が、第１の層３０７ａおよび第２の層３０７ｂの２
層から構成されているため、押出成形時の応力を緩和することができ、破損を防止するこ
とができる。第１の層３０７ａと第２の層３０７ｂの材質は、同じ種類であってもよいが
、異なる種類であってもよい。
【０１３３】
　このように第１の層３０７ａは、第１の板状部３０７を構成する一つの層であって第２
の板状部３０３側に配置される層である。ここで、第１の層３０７ａには穴部３１１が形
成されている。第１の層３０７ａは、ビッカース硬度が２０００～３０００ＨＶであり、
ヤング率が６００～８００ＧＰａである超硬合金製の層であることが好ましい。第１の層
３０７ａは、上記のようなビッカース硬度とヤング率を有する場合、穴部３１１にかかる
応力に耐え得る硬度と、靭性とを備えた層となる。そのため、裏孔３０５から穴部３１１
に流入した成形原料の応力によって、第１の板状部３０７が割れるなどの不具合を防止で
き、口金の寿命を長くすることができる。穴部３１１は、第１の層３０７ａの両面に開口
するように形成されている。
【０１３４】
　第１の層３０７ａのビッカース硬度は、２０００～３０００ＨＶであることが好ましく
、２０００～２２００ＨＶであることが更に好ましい。上記所定のビッカース硬度を有す
ることにより、第１の層３０７ａは、裏孔３０５から穴部３１１に流入したセラミック原
料の応力に耐え得る硬度を備えることができる。そのため、穴部３１１が磨耗することを
防ぐことができる。第１の層３０７ａのビッカース硬度が２０００ＨＶ未満である場合に
は、強度不足で磨耗が生じることがある。また、第１の層３０７ａのビッカース硬度が３
０００ＨＶ超である場合には、硬すぎることにより、第１の層３０７ａが割れ易くなるこ
とがある。また、第１の層３０７ａのヤング率は、６００～８００ＧＰａであることが好
ましく、６００～７００ＧＰａであることが更に好ましい。これにより、第１の層３０７
ａの破損を防止することができる。第１の層３０７ａのヤング率が、６００ＧＰａ未満で
ある場合には、靭性が小さすぎることにより、割れてしまうなどの不具合が生じることが
ある。また、ヤング率が８００ＧＰａを超える場合には、靭性が大きすぎて穴部３１１が
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変形してしまうおそれがある。穴部３１１が変形した口金を使用してハニカム構造体を成
形すると、ハニカム構造体に歪みが生じ成形性が低下する。
【０１３５】
　上述したように、第２の層３０７ｂは、第１の板状部３０７を構成する１つの層であり
、第１の層３０７ａに配設されている。第２の層３０７ｂには、スリット３０９が形成さ
れ、スリット３０９は、第２の層３０７ｂの両面に開口するように形成されている。ここ
で、「第２の層３０７ｂの両面」とは、第２の層３０７ｂの、第１の層３０７ａに接する
（接合している）面と、この第１の層３０７ａに接する面に対して反対側（裏側）の面と
の両方の面を意味する。図１５では、スリット３０９の成形原料の吐出口は、スリット３
０９の開口部３０９ａとして示されている。第２の層３０７ｂは、ビッカース硬度が５０
０～３０００ＨＶであり、ヤング率が４００～７００ＧＰａであることが好ましい。第２
の層３０７ｂがこのようなビッカース硬度とヤング率とを有する場合、スリット３０９に
かかる応力に耐え得る十分な靭性および硬度を備えた層となる。このため、スリット３０
９の変形や磨耗を防ぐことができる。
【０１３６】
　第２の層３０７ｂは、ビッカース硬度が５００～３０００ＨＶであることが好ましく、
ビッカース硬度が２０００～３０００ＨＶであることが更に好ましい。このようなビッカ
ース硬度を有することにより、第２の層３０７ｂの磨耗を抑制することができる。第２の
層３０７ｂのビッカース硬度が５００ＨＶ未満である場合には、硬度不足で簡単に磨耗が
生じることがある。また、ビッカース硬度が３０００ＨＶ超である場合には、第２の層３
０７ｂが割れやすくなることがある。
【０１３７】
　第２の層３０７ｂは、ヤング率が４００～７００ＧＰａであることが好ましく、ヤング
率が５００～７００ＧＰａであることが更に好ましい。第２の層３０７ｂがこのようなヤ
ング率を有することで、割れにくくなる。第２の層３０７ｂのヤング率が４００ＧＰａ未
満である場合には、靭性が小さすぎることにより割れなどの不具合が生じやすい。また、
ヤング率が７００ＧＰａ超であると、今度は靭性が大きすぎることにより、第２の層３０
７ｂが変形しやすい。
【０１３８】
　さらに、口金３０１は、第２の層３０７ｂのビッカース硬度とヤング率が、第１の層３
０７ａのビッカース硬度とヤング率よりも大きいものであることが好ましい。すなわち、
第２の層３０７ｂのビッカース硬度が、第１の層３０７ａのビッカース硬度よりも大きく
、第２の層３０７ｂのヤング率が、第１の層３０７ａのヤング率よりも大きいことが好ま
しい。このような関係により、スリット３０９が形成された第２の層３０７ｂは、摩耗し
にくく、穴部３１１が形成された第１の層３０７ａは割れにくくなる。そして、磨耗を抑
制する第２の層３０７ｂと、割れを抑制する第１の層３０７ａとにより、口金の更なる長
寿命化が図られる。
【０１３９】
　口金３０１においては、第２の層３０７ｂのビッカース硬度が第１の層３０７ａのビッ
カース硬度よりも、１０００～２５００ＨＶ大きく、第２の層３０７ｂのヤング率が、第
１の層３０７ａのヤング率よりも５０～３００ＧＰａ大きいことが好ましい。これにより
、耐摩耗性を備えた第２の層３０７ｂと、高い靭性を備えた第１の層３０７ａを確実に第
１の板状部３０７に形成することができ、口金の寿命を長くすることができる。
【０１４０】
　また、第１の層３０７ａの厚さが０．１～５ｍｍであることが好ましく、第１の層３０
７ａの厚さが０．２～５ｍｍであることが更に好ましい。第１の層３０７ａが上記範囲内
の厚さに形成されることにより、第２の板状部の摩耗を効果的に抑制することができる。
第１の層３０７ａの厚さが０．１ｍｍ未満であると、第２の板状部が摩耗し易くなること
がある。また、第１の層３０７ａの厚さが５ｍｍを超えると、口金の厚さが厚いために押
出成形時の圧力が高くなりすぎることがある。
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【０１４１】
　また、第２の層３０７ｂの厚さが０．３～４ｍｍであることが好ましく、１～４ｍｍで
あることが更に好ましい。第２の層３０７ｂが上記範囲内の厚さに形成されることにより
、押出成形されたハニカム構造体の変形を抑制することが可能となる。第２の層３０７ｂ
の厚さが０．３ｍｍ未満であると、押出成形されたハニカム構造体の形状が変形すること
があり、第２の層３０７ｂの磨耗や変形が生じる可能性がある。また、第２の層３０７ｂ
の厚さが４ｍｍを超えると第２の層３０７ｂが厚くなってスリットの深さ（成形原料を押
し出す方向におけるスリットの長さ）が大きすぎることで、押出成形時の圧力が高くなり
すぎることがある。また、スリットに囲まれる部位が極端に細長くなり、坏土との摩擦に
より断裂してしまうこともある。これらの事態を防ぐ観点からスリットの深さは大きくは
できない。一方、スリットの深さを適度に浅くすると、複数のスリットの間でスリットの
深さについての相対的なばらつきが大きくなる。この結果、押出成形されたハニカム構造
体の形状に適度のばらつきが生じるようになり、音波の自励振動が起こりやすくなる。
【０１４２】
　上述したように、第１の板状部３０７には、穴部３１１に連通し、成形原料を成形する
ためのスリット３０９が形成されている。スリット３０９は、第１の板状部３０７に形成
された隙間（切れ込み）である。裏孔３０５から導入された成形原料が、口金内でスリッ
ト３０９に入り、さらに、スリット３０９の開口部３０９ａから成形原料が押し出されて
、ハニカム形状の成形体が形成される。
【０１４３】
　上述したように、スリット３０９は、第２の層３０７ｂの両面に開口している。スリッ
ト３０９は、第２の層３０７ｂのみに形成されていてもよいが、第１の層３０７ａにも形
成されていることが好ましい。第１の層３０７ａに形成されるときには、第２の層３０７
ｂに形成されたスリット３０９が第１の層側に延長されるようにして第１の層３０７ａに
形成されていることが好ましい。この場合、第１の層３０７ａに形成されるスリット３０
９は、第１の層３０７ａの、第２の層３０７ｂに接する面に形成されることになる。また
、この場合、スリット３０９の深さが、第２の層３０７ｂの厚さよりも深く形成されてい
ることになる。スリット３０９の深さは０．３～１．０ｍｍであることが好ましく、０．
４～０．８ｍｍであることが更に好ましい。スリット３０９の、第１の層側に延長された
部分の深さは０．１～０．５ｍｍであることが好ましく、０．２～０．５ｍｍであること
が更に好ましい。これにより、良好なハニカム形状の成形体を形成することができる。ま
た、スリット３０９の幅が０．０３～０．０５ｍｍであることが好ましく、０．０４～０
．０５ｍｍであることが更に好ましい。
【０１４４】
　上述したように、第１の板状部３０７の第１の層３０７ａには穴部３１１が形成されて
おり、この穴部３１１は、第２の板状部３０３に形成される裏孔３０５、および、第１の
板状部３０７に形成されるスリット３０９に連通するように形成される。また、この穴部
３１１は、第１の板状部３０７の第１の層３０７ａに形成された貫通孔でもある。すなわ
ち、穴部３１１は、第２の層３０７ｂの第２の板状部３０３に接する側の面（第１の板状
部３０７の第１の接合面３１０）に開口するとともに、第２の層３０７ｂの第１の層３０
７ａに接する側の面（第２の層の一方の面３０７ｂａ）」に開口する貫通孔でもある。第
１の接合面３１０は、図１５に示されるように、第１の板状部３０７の、第２の板状部３
０３に接合されている（接している）面である。このような穴部３１１が形成されること
により、第２の板状部３０３に形成された裏孔３０５から導入された成形原料が、この穴
部３１１を通過してスリット３０９に入る。そして、スリット３０９の開口部３０９ａか
ら成形原料が押し出され、ハニカム形状の成形体（ハニカム構造体）が形成される。穴部
３１１は、深さｈ（図１５参照）が０．１～４ｍｍであることが好ましく、０．２～３ｍ
ｍであることが更に好ましい。このように、穴部３１１の深さｈが上記範囲であることに
より、第２の板状部３０３の摩耗を効果的に抑制することができる。穴部の深さｈが、０
．１ｍｍ未満であると、成形原料を押出成形する際に第１の板状部３０７の強度が低下し
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易くなる。穴部の深さｈが４ｍｍを超えると、口金作製の際に、第１の板状部材を加工し
て穴部を形成することが困難となりやすい。ここで、穴部３１１の深さｈは、図１５に示
されるように、第１の板状部３０７の第１の接合面３１０から、第２の層３０７ｂの一方
の面３０７ｂａまでの距離である。なお、この穴部３１１の深さは、第１の層３０７ａの
厚さと一致する。穴部３１１の開口部３１１ａの直径は０．１５～０．４ｍｍであること
が好ましく、０．２～０．４ｍｍであることが更に好ましい。穴部３１１は、例えば、電
解加工（ＥＣＭ加工）、放電加工（ＥＤＭ加工）、レーザ加工、ドリル等の機械加工等の
方法によって形成することができる。これらの中でも、効率的に、精度良く穴部３１１を
形成することが可能であることより、電解加工（ＥＣＭ加工）が好ましい。穴部３１１の
空間は、円柱形状であることが好ましい。この場合、穴部３１１の成形原料が流れる方向
（第１の板状部の厚さ方向）に直交する断面における直径（穴部３１１の直径）が一定の
値となる。このとき、穴部３１１の直径は、第１の接合面３１０における穴部の開口部３
１１ａの直径と同じ値になる。また、穴部３１１の個数は、裏孔の個数と同じであること
が好ましい。
【０１４５】
　図１５に示されるように、口金３０１は、第１の接合面３１０における穴部３１１の開
口部３１１ａ（円形）の直径ｄ１が、第２の接合面３０６における裏孔の開口部３０５ａ
（円形）の直径Ｄ１と同じ大きさに形成されている。ここで、第２の接合面３０６は、図
１５に示されるように、第２の板状部３０３の、第１の板状部３０７に接合されている（
接している）面である。第１の接合面３１０における穴部３１１の開口部３１１ａは、第
１の接合面３１０に開口する、貫通孔の入口部分（成形原料の流入部分）である。また、
第２の接合面３０６における裏孔３０５の開口部３０５ａは、裏孔３０５の第２の接合面
３０６に開口する、第２の接合面３０６側の出口部分（成形原料の出口部分）である。成
形原料は、この出口部分を通過すると同時に、穴部３１１に供給される。
【０１４６】
　ここで、押出成形を行うにあたっては、口金を固定する押さえ板構造が備えられている
ことが好ましい。
【０１４７】
　図１６は、押さえ板構造の一例を表した図である。
【０１４８】
　図１６に示す押さえ板構造では、図１６の下向き矢印の向きに成形原料は押し出される
。このとき、裏押さえ部４０３により、流入する坏土の量を調整することができる。口金
４０１は、押さえ部４０２によって固定されており、口金４０１と押さえ部４０２との間
隙４０５より押し出される成形原料は傾斜面４０６および対向面４０７とでハニカム成形
体４０４の外周部分を調整形成する。
【０１４９】
　図１７は、図１６とは別の押さえ板構造の一例を表した図である。
【０１５０】
　図１７に示す押さえ板構造５５０では、図１７の下向き矢印の向きに成形原料は押し出
される。この押さえ板構造５５０には、成形原料を供給する裏孔５５３と、成形原料を押
し出すスリット５５２を有する口金５５４と、その口金５５４の下流側に設けた押さえ板
５５５とが備えられている。口金５５４は内側部５７１と外周部５７２とからなる。内側
部５７１は下流側（図１７中の下方）に突出して外周部５７２との間に段差部５７５を形
成しており、この内側部５７１には、ハニカム構造を成形するスリット５７３が備わって
いる。一方、外周部５７２には、スリット５７３より短いスリット５７４が備わっている
。口金５５４と押さえ板５５５との間には、ハニカム構造の外壁を成形する隙間部５５７
が形成されている。なお、押さえ治具５５８および裏押さえ板５５９は、口金５５４と押
さえ板５５５とをセットするためのホルダーである。
【０１５１】
　図１７に示す押さえ板構造５５０を用いた押出成形においては、成形原料は、口金５５
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４の上流側（図１７中の上方）から押出機（図示しない）によって口金５５４を通じて下
流側に向かって押し出される。下流側が開放された口金５５４の内側部５７１に備えられ
ているスリット５７３から押し出された成形原料５６１は、多数のセルからなるハニカム
構造に成形される。一方、口金５５４の外周部５７２に備わるスリット５７４から押し出
された成形原料５６１は、隙間部５５７の作用によって、ハニカム形状が潰されるととも
に、押出方向から段差部５７５方向へと進行方向を変え、押さえ板５５５が開口したとこ
ろで、再び押出方向へと進行方向を変え、セルを取り囲む外壁を形成する。
【０１５２】
　図１８は、さらに別の押さえ板構造の一例を表した図である。図１９は、図１８とはさ
らに別の押さえ板構造の一例を表した図である。
【０１５３】
　図１８（ａ）に示す押さえ板構造は、図１８（ｂ）に示すように正三角形の周期的な配
列を形成するスリット６０２を有する口金６０４を有している。この口金６０４は、正三
角形のセル形状を有するハニカム構造体を成形するためのものであり、押さえ板６０５に
より固定されている。ここで、スリット６０２は、裏孔６０３に連通している。この押さ
え板構造では、スリット６０２の長さＬ１、スリット６０２の長さＬ１から段差部６１５
の段差の長さを引いた長さＬ２、スリット６０２の幅Ｗ、および、押さえ板６０５と段差
部６１５との間の距離ｄにより、成形されるハニカム成形体の形状（寸法）が決定される
。
【０１５４】
　図１９は、図１８とはさらに別の押さえ板構造の一例を表した図である。
【０１５５】
　図１９（ａ）に示す押さえ板構造は、図１９（ｂ）に示すように正方形の周期的な配列
を形成するスリット７０２を有する口金７０４を有している。この口金７０４は、正方形
のセル形状を有するハニカム構造体を成形するためのものであり、押さえ板７０５により
固定されている。ここで、スリット７０２は、裏孔７０３に連通している。この押さえ板
構造も、スリット７０２の長さＬ１、スリット７０２の長さＬ１から段差部７１５の段差
の長さを引いた差の長さＬ２、スリット７０２の幅Ｗ、および、押さえ板７０５と段差部
７１５との間の距離ｄにより、成形されるハニカム成形体の形状（寸法）が決定される。
【０１５６】
　図１８および図１９の押さえ板構造のいずれにおいても、スリット７０２の長さＬ１は
、０．３～１．０ｍｍであることが好ましく、０．４～０．８ｍｍであることがさらに好
ましい。また、差の長さＬ２は０．１～０．５ｍｍであることが好ましい。
【０１５７】
　以下、押出成形によって得られたハニカム成形体のその後の処理について説明を続ける
。
【０１５８】
　得られたハニカム成形体について、焼成前に乾燥を行う。乾燥の方法は特に限定されず
、例えば、マイクロ波加熱乾燥および高周波誘電加熱乾燥等の電磁波加熱方式と、熱風乾
燥および過熱水蒸気乾燥等の外部加熱方式とを挙げることができる。また、電磁波加熱方
式で一定量の水分を乾燥させた後、残りの水分を外部加熱方式により乾燥させることも可
能である。この場合、電磁波加熱方式にて、乾燥前の水分量に対して、３０～９０質量％
の水分を除いた後、外部加熱方式にて、３質量％以下の水分にすることが好ましい。電磁
波加熱方式としては誘電加熱乾燥が好ましく、外部加熱方式としては熱風乾燥が好ましい
。
【０１５９】
　各セルの貫通方向に沿ったハニカム成形体の長さが所望の長さではない場合は、両端面
（両端部）を切断して所望の長さとすることが好ましい。切断方法は特に限定されないが
、丸鋸切断機等を用いる方法を挙げることができる。
【０１６０】
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　次に、このハニカム成形体を焼成する。ここで、焼成の前には、バインダ等を除去する
ため、仮焼成を行うことが好ましい。また、仮焼成は大気雰囲気において、４００～５０
０℃で０．５～２０時間行うことが好ましい。仮焼成及び焼成の方法は特に限定されず、
電気炉およびガス炉等を用いて焼成することができる。焼成条件は、たとえば、珪素－炭
化珪素系複合材料を用いた場合には、窒素およびアルゴン等の不活性雰囲気において、１
３００～１５００℃で、１～２０時間加熱することが好ましい。一方、酸化物系材料を用
いた場合には、酸素雰囲気で、１３００～１５００℃で１～２０時間加熱することが好ま
しい。
【０１６１】
　最後に、所望の熱・音波変換部品１の断面形状（たとえば、図１１Ａのような円形）が
実現するのに必要であれば、焼成後のハニカム成形体の外周部分を、適宜、切削加工して
形状を整える。さらに、切削加工後のハニカム成形体の外周面に外周コート材を塗布して
乾燥させ外周壁１３を形成する。ここで、外周コート材としては、無機粒子とコロイド状
酸化物を含む原料に、有機バインダ、発泡樹脂、分散剤等の添加材を加えたものに水を加
えて混練したスラリー等を挙げることができる。ここで、無機粒子としては、たとえば、
コージェライト、アルミナ、アルミニウムチタネート、炭化珪素、窒化珪素、ムライト、
ジルコニア、燐酸ジルコニウム、および、チタニア、のうちの１つ、あるいは、２つ以上
の組み合わせからなるセラミックス材料の粒子や、Ｆｅ－Ｃｒ－Ａｌ系金属、ニッケル系
金属、珪素（金属珪素）－炭化珪素系複合材料の粒子を挙げることができる。一方、コロ
イド状酸化物としては、シリカゾル、アルミナゾル等が挙げられる。また、外周コート材
を塗布する方法は特に限定されず、切削加工後のハニカム成形体をろくろ上で回転させな
がらゴムベラ等でコーティングする方法等を挙げることができる。
【０１６２】
　以上の工程を経て、最終的に図１１Ａの熱・音波変換部品１が完成する。
【０１６３】
　次に、図３の高温側熱交換器２の製造方法について説明する。
【０１６４】
　図３の高温側熱交換器２における熱交換ハニカム構造体２０については、上記の図１１
Ａの一体型の熱・音波変換部品１の製造方法において、セラミック原料としてＳｉＣ粉末
に炭素粉末（黒鉛粉末等）を加えたものを用い、押出成形の際の口金として相対的にセル
の水力直径ＨＤの大きいハニカム成形体の作製に適した口金を用いることを別にすれば、
上記の図１１Ａの熱・音波変換部品１の製造方法と同様の製造方法で作製することができ
る。
【０１６５】
　この熱交換ハニカム構造体２０の作製においては、たとえば、Ｓｉ含浸ＳｉＣ複合材料
を主成分とする熱交換ハニカム構造体２０を製造する場合には、ＳｉＣ粉末および炭素粉
末を混合・混練して調整された坏土を成形してハニカム成形体を作製した後、乾燥処理お
よび焼結処理を行った後に、溶融した珪素（Ｓｉ）をこのハニカム成形体に含浸させる処
理を行うことが好ましい。この処理を行うことで、焼結処理後に、ＳｉＣ粒子の表面を金
属Ｓｉ（金属珪素）の凝固物が取り囲むとともに、金属Ｓｉを介してＳｉＣ粒子同士が接
合した構造が形成される。この構造により、気孔率が小さく緻密な構造であって高い熱耐
久性および熱伝導性が実現する。
【０１６６】
　なお、溶融した珪素（Ｓｉ）だけでなく、Ａｌ、Ｎｉ、Ｃｕ、Ａｇ、Ｂｅ、Ｍｇ、Ｔｉ
等といったその他の金属に含浸させてもよい。この場合、焼結処理後に、ＳｉＣ粒子の表
面を金属Ｓｉ（金属珪素）、および含浸に用いたその他の金属の凝固物が取り囲むととも
に、金属Ｓｉ、および含浸に用いたその他の金属を介してＳｉＣ粒子同士が結合した構造
が形成される。この構造によっても、気孔率が小さく緻密な構造であって高い熱耐久性お
よび熱伝導性が実現する。
【０１６７】
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　なお、熱交換ハニカム構造体２０の外周コート材においても、上記と同様の理由で、外
周コート材の材料（熱・音波変換部品１の接合材の材料）となる無機粒子の候補として上
述した材料の粒子のうち、珪素（金属珪素）－炭化珪素系複合材料の粒子を用いることが
好ましい。
【０１６８】
　また、外周コート材の塗布により形成された外周壁に対して、セルの貫通方向に沿って
スリットを形成するスリット形成処理を行うことが好ましい。なお、スリット形成処理を
行う場合には、以下に説明する高温側環状管２１の作製において、耐熱性金属板２１ｄや
フィン２１ｅを形成する。
【０１６９】
　図３の高温側熱交換器２における高温側環状管２１については、耐熱性の高い材料を環
状に成形する（ただし、熱交換ハニカム構造体２０との結合時に熱交換ハニカム構造体２
０の外周壁の一部が高温側環状管内で露出するような、中央側の壁面の一部が欠落した環
状に成形する）ことで作製できる。耐熱性の高い材料については特に限定されないが、具
体的には、たとえば、高耐熱性ステンレスや銅等の金属、さらには、セラミックス材料（
たとえば、図１１Ａの熱・音波変換部品１や熱交換ハニカム構造体２０の材料として挙げ
たもの）を採用できる。
【０１７０】
　図３の高温側熱交換器２は、基本的には、高温側環状管２１の環状における、穴となっ
ている中央部に熱交換ハニカム構造体２０を組み込むことによって完成する。
【０１７１】
　次に、図３の低温側熱交換器３の製造方法について説明する。従来から知られている熱
交換器を低温側熱交換器３として用いる場合には、従来から知られている熱交換器の製造
方法を流用することができる。また、上述の高温側熱交換器２と同じ構成のものを低温側
熱交換器３として用いる場合には、上述の高温側熱交換器２の製造方法と同じ製造方法を
用いることができる。
【０１７２】
　図３の熱・音波変換ユニット１００を構成するその他の部材、たとえば、金属部材３２
やハウジング１００ａや干渉材１ａについては、従来から知られているものを採用でき、
その製造方法についても従来から知られているものを流用することができる。
【実施例】
【０１７３】
　以下、本発明を実施例によって更に具体的に説明するが、本発明はこれらの実施例によ
って何ら限定されるものではない。
【０１７４】
（実施例１）
　実施例１においては、まず、セラミック原料としてコージェライト化原料を用い、コー
ジェライト化原料１００質量部に対して、分散媒を３５質量部、有機バインダを６質量部
、分散剤を０．５質量部、それぞれ添加し、混合、混練して坏土を調製した。コージェラ
イト化原料としては、平均粒子径が３μｍのタルクを３８．９質量部、平均粒子径が１μ
ｍのカオリンを４０．７質量部、平均粒子径が０．３μｍのアルミナを５．９質量部、及
び平均粒子径が０．５μｍのベーマイトを１１．５質量部、用いた。ここで、平均粒子径
とは、各原料の粒子の分布におけるメジアン径（ｄ５０）のことである。
【０１７５】
　分散媒としては、水を用いた。有機バインダとしては、ヒドロキシプロピルメチルセル
ロースを用いた。分散剤としては、エチレングリコールを用いた。
【０１７６】
　次に、得られた坏土を、口金を用いて押出成形し、セル形状が三角形で、全体形状が六
角形のハニカム成形体を複数個作製した。なお、このときの押出成形においては、上述し
たように、実施例１の熱・音波変換部品に対応した正規口金による押出成形の実行前に、
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リブの厚さが０．０７ｍｍ程度のダミー口金での坏土の押出処理が行われた。そして、こ
のダミー口金を用いた押出処理後の坏土を用いて正規口金による押出成形が実行された。
さらに、このとき、正規口金による押出成形に用いる坏土における水の比率が、坏土固形
成分１００質量部に対し４１質量部（誤差は±１質量部の範囲内）となるように坏土成分
を厳格に制御した。
【０１７７】
　なお、このときの口金の押さえ板構造としては、図１８に示す押さえ板構造を用いた。
この押さえ板構造では、スリットの長さＬ１（図１８参照）が０．５ｍｍであり、スリッ
トの長さＬ１から段差部の段差の長さを引いた差の長さＬ２（図１８参照）は０．２ｍｍ
である。また、スリットの幅Ｗ（図１８参照）が０．０５ｍｍであり、押さえ板と段差部
との間の距離ｄ（図１８参照）は０．５ｍｍである。
【０１７８】
　そして、このハニカム成形体をマイクロ波乾燥機で乾燥し、更に熱風乾燥機で完全に乾
燥させた後、ハニカム成形体の両端面を切断し、セルの貫通方向に沿ったハニカム成形体
の長さを調整した。そのハニカム成形体を熱風乾燥機で乾燥し、更に、１４４５℃で、５
時間、焼成した。
【０１７９】
　最後に、焼成後のハニカム成形体の外周部分を、適宜切削加工して円形状に整えた。さ
らに、切削加工後のハニカム成形体の外周面に外周コート材を塗布して乾燥させ外周壁１
３を形成した。ここで、外周コート材としては、コージェライトの粒子とシリカゾルを含
む原料に、有機バインダ、発泡樹脂、分散剤を加えたものに水を加えて混練したスラリー
を用いた。また、外周コート材を塗布する方法としては、切削加工後のハニカム成形体を
ろくろ上で回転させながらゴムベラ等でコーティングする方法を用いた。
【０１８０】
　以上の工程を経て、最終的に実施例１の熱・音波変換部品が完成した。
【０１８１】
　完成した実施例１の熱・音波変換部品について、セルの貫通方向に垂直な平面（垂直面
）内の断面における、セルの水力直径ＨＤ、端面における開口率、隣接セル間の隔壁の厚
さを測定した。さらに、この断面を、縦１ｍｍ×横１ｍｍの矩形の領域を単位区画として
複数個の単位区画に分割し、これら複数個の単位区画から、前記外周壁の断面を含む単位
区画を取り除いた残りの単位区画からなる内側単位区画について開口率を測定した。
【０１８２】
　なお、セルの水力直径ＨＤについては、上記垂直面内における熱・音波変換部品の断面
の拡大写真を撮り、この断面の拡大写真中において、任意に１００個のセルを選択し、こ
れら１００個のセルでそれぞれのセルについて水力直径ＨＤを定義式（セルの断面の面積
をＳ、該断面の周長をＣとしたときにＨＤ＝４×Ｓ／Ｃ）に従って計算することで算出し
た。また、隣接セル間の隔壁の厚さについては、この断面の拡大写真中において、任意に
１００個の隣接セルの組を選択し、それぞれの組について隣接セル間の隔壁の厚さを測定
した。また、内側単位区画の開口率については、この断面の拡大写真中において、任意に
１００個の内側単位区画を選択し、これら１００個の内側単位区画それぞれについて開口
率を測定した。
【０１８３】
　ここで、この測定では、選択した１００個のセル、選択した１００個の隣接セルの組、
および、選択した１００個の内側単位区画、により、この断面中の、全セル、全隣接セル
の組、および、全内側単位区画を代表させている。
【０１８４】
　なお、開口率は、上記垂直面における断面を顕微鏡で撮影し、このときの断面の撮影画
像から、材料部分面積Ｓ１と空隙部分面積Ｓ２を求め、Ｓ１とＳ２を用いてＳ２／（Ｓ１
＋Ｓ２）として求めた。この点は、断面全体における開口率の算出と各内側単位区画にお
ける開口率の算出とで共通である。なお、断面全体における開口率は、端面における開口
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率と等価であるとして、断面全体における開口率を端面における開口率とみなしている。
【０１８５】
　以上の測定によって得られた測定値から、以下の５種類のパラメータの値を得た。なお
、以下の５種類のパラメータの中には、互いに独立ではなく連動して変化するものも含ま
れているが、都合上、それらも含めて記載している。
【０１８６】
（１）セルの貫通方向に垂直な平面（垂直面）内での、熱・音波変換部品の１００個のセ
ルについてのセルの水力直径ＨＤの平均値
（２）上記垂直面における熱・音波変換部品の断面全体の開口率（端面の開口率と同じ）
（３）熱・音波変換部品の上記１００個のセルの間の、水力直径ＨＤの分布における相対
標準偏差（分布の標準偏差値を算術平均値で割ったもの）
（４）熱・音波変換部品の１００組の隣接セルの間の、隣接セル間の隔壁の厚さの分布に
おける相対標準偏差（定義は（３）と同じ）
（５）熱・音波変換部品の１００個の内側単位区画の間の、内側単位区画の開口率の分布
における相対標準偏差（定義は（３）と同じ）
【０１８７】
　この実施例１の熱・音波変換部品を用いて以下の実験を行った。
【０１８８】
　この実験の内容は以下のとおりである。まず、図１の電力発生システム１０００におい
て、熱・音波変換部品１の代わりに実施例１の熱・音波変換部品を組み込んだ。そして、
低温側熱交換器３に対しては６０℃の水を流入させ、熱・音波変換部品の低温側熱交換器
３側の端部の温度を６０℃に保った。この状態で、高温側熱交換器２に対し自動車の排気
ガスを流入させた。そして、流入させる自動車の排気ガスの温度を、６０℃程度から少し
ずつ上昇させていった。このとき、図１の電力発生システム１０００のエネルギー変換器
としてマイクロフォン等を用い、エネルギー変換器で発生した電力量を監視することで、
音波が発生するようになった温度（熱音波変換の開始温度（℃））を求めた。そして、低
温側熱交換器３側の端部の絶対温度（単位はＫ）すなわち３３３Ｋ（６０℃＋２７３℃）
に対する、熱音波変換が開始された絶対温度（熱音波変換の開始温度（℃）＋２７３℃）
の比を算出した。
【０１８９】
（実施例２および比較例１）
　上述の実施例１の製造方法とは、押出成形の際に用いる口金が異なる点を除き同じ製造
方法を用いて、上述の５種類のパラメータのうちセルの水力直径ＨＤの平均値の値のみが
実施例１とは異なる実施例２および比較例１の熱・音波変換部品を作製した。これら実施
例２および比較例１では、セルの水力直径ＨＤの平均値の値は互いに異なるが、セルの水
力直径ＨＤの分布における水力直径ＨＤのばらつきの程度は実施例１と同じである。すな
わち、水力直径ＨＤの値が全データについて全体的に変化していることになる。
【０１９０】
（実施例３，４および比較例２，３）
　上述の実施例１の製造方法とは、押出成形の際に用いる口金が異なる点を除き同じ製造
方法を用いて、上述の５種類のパラメータのうち熱・音波変換部品の断面全体の開口率の
値のみが実施例１とは異なる実施例３，４および比較例２，３の熱・音波変換部品を作製
した。
【０１９１】
　そして、これらの実施例３，４および比較例２，３について、実施例１と同様の実験を
行った。
【０１９２】
（実施例５，６および比較例４，５）
　上述の実施例１の製造方法とは、押出成形の際に用いる口金が異なる点を除き同じ製造
方法を用いて、上述の５種類のパラメータのうち、水力直径ＨＤの分布における相対標準
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偏差の値、隔壁の厚さの分布における相対標準偏差、内側単位区画の開口率の分布におけ
る相対標準偏差、のみが実施例１とは異なる実施例５，６および比較例４，５の熱・音波
変換部品を作製した。これら実施例５，６および比較例４，５は、水力直径ＨＤの分布に
おける相対標準偏差の値のみが実施例１とは異なるが、セルの水力直径ＨＤの平均値の値
や、熱・音波変換部品の断面全体の開口率の値は実施例１と同じである。すなわち、これ
ら実施例５，６および比較例４，５では、水力直径ＨＤの平均値や、熱・音波変換部品の
断面全体の開口率を保ったまま、水力直径ＨＤの分布や内側単位区画の開口率の分布につ
いては異なるものとなっている。
【０１９３】
　以上説明した実施例１～６および比較例１～５の実験結果を、各パラメータの値ととも
に下記の表１に示す。なお、下記の表１には、参考のために、１００組の隣接セルの間の
、隣接セル間の隔壁の厚さの平均値についても記載しており、この隔壁の厚さの平均値は
、いずれの実施例および比較例においても０．０５ｍｍであった。
【０１９４】
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【表１】

【０１９５】
　表１において、水力直径ＨＤの平均値の値が互いに異なる実施例１，２および比較例１
を比較すればわかるように、実施例１，２は比較例１に比べ、熱音波変換の開始温度の比
が小さい。このことより、水力直径ＨＤの平均値の値が０．４ｍｍ以下であることが、熱



(33) JP 6291389 B2 2018.3.14

10

20

30

40

50

音波変換の始動性の向上を図る上で望ましいことがわかる。
【０１９６】
　また、表１において、熱・音波変換部品の断面全体の開口率の値が互いに異なる実施例
３，４および比較例２，３を比較すればわかるように、実施例３，４は、比較例２に比べ
、熱音波変換の開始温度の比が小さい。なお、比較例３では、実験の途中で損傷が発生し
て実験を中止したため、音波変換の開始温度の比についての最終的な結果は得られてなか
った。これは、開口率が高すぎて強度や耐久性が不足したためだと思われる。これらのこ
とより熱・音波変換部品の断面全体の開口率の値（端面における開口率の値）が６０％以
上９３％以下であることが、十分な強度を維持しつつ熱音波変換の始動性の向上を図る上
で望ましいことがわかる。
【０１９７】
　また、表１において、水力直径ＨＤの分布における相対標準偏差の値（および、隣接セ
ル間の隔壁の厚さの分布における相対標準偏差、または、内側単位区画ごとの開口率の分
布における相対標準偏差）の値が互いに異なる実施例５，６および比較例４，５を比較す
ればわかるように、実施例５，６は、比較例４，５に比べ、熱音波変換の開始温度の比が
小さい。このことより水力直径ＨＤの分布における相対標準偏差の値が２％以上３０％以
下であることが、熱音波変換の始動性の向上を図る上で望ましいことがわかる。
【０１９８】
　また、このときの実施例５，６および比較例４，５の比較から、隣接セル間の前記隔壁
の厚さの分布が３％以上２２％以下の相対標準偏差を有することが、熱音波変換の始動性
の向上を図る上で望ましいことがわかる。また、内側単位区画におけるセルの開口率の分
布が７％以上４０％以下の相対標準偏差を有することが、熱音波変換の始動性の向上を図
る上で望ましいことがわかる。
【０１９９】
　以上では、熱音波変換の始動性の実験結果の説明であるが、さらに、上述した押出成形
時の２つの工夫の効果を確認するための参考実験として、以下の押出成形の実験を行った
。
【０２００】
（１）リブの厚さが０．０９ｍｍのダミー口金を用いた以外は、実施例１と同じ方法で熱
・音波変換部品の押出成形を試みた。
【０２０１】
（２）リブの厚さが０．１０ｍｍのダミー口金を用いた以外は、実施例１と同じ方法で熱
・音波変換部品の押出成形を試みた。
【０２０２】
（３）リブの厚さが０．０４ｍｍのダミー口金を用いた以外は、実施例１と同じ方法で熱
・音波変換部品の押出成形を試みた。
【０２０３】
（４）リブの厚さが０．０３ｍｍのダミー口金を用いた以外は、実施例１と同じ方法で熱
・音波変換部品の押出成形を試みた。
【０２０４】
（５）坏土中の水の比率が、坏土固形成分１００質量部に対し４３質量部程度（誤差１質
量部以内）となる坏土用いた以外は、実施例１と同じ方法で熱・音波変換部品の押出成形
を試みた。
【０２０５】
（６）坏土中の水の比率が、坏土固形成分１００質量部に対し３９質量部程度（誤差１質
量部以内）となる坏土用いた以外は、実施例１と同じ方法で熱・音波変換部品の押出成形
を試みた。
【０２０６】
　結果としては、（１）および（３）では、問題なく成形できたが、（２）および（６）
では、坏土が成形用口金の孔内に目詰まりを起こしてできなかった。（４）では、ダミー
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を中止した。（５）では、押出成形で得られた成形体が自重で容易に変形してしまい、所
望の形状のものが得られなかった。
【０２０７】
　これらの結果と実施例１での押出成形が成功していることとを加味すると、リブの厚さ
が０．０４ｍｍ以上０．０９ｍｍ以下のダミー口金を用いて事前の押出処理を行い、坏土
中の水の比率が、坏土固形成分１００質量部に対し４０～４２質量部のものを用いるのが
、好ましいことがわかる。
【産業上の利用可能性】
【０２０８】
　本発明は、自動車の排ガス等の熱を有効利用して、電力や冷熱を発生させるシステムに
おいて好適に利用することができる。
【符号の説明】
【０２０９】
１：熱・音波変換部品、１ａ：干渉材、２，２’，２Ａ，２Ａ’：高温側熱交換器、３：
低温側熱交換器、４：ループ管、４’：ループ管、５：共鳴管、５’：伝播管、６：エネ
ルギー変換器、７：音波発生部、１１：隔壁、１２：接合部、１２’：接合部、１３：外
周壁、１４：セル、１５：正六角形領域、１６：（内側）単位区画、２０：熱交換ハニカ
ム構造体、２０’：熱交換ハニカム構造体、２０ａ：隔壁、２０ｂ：外周壁、２０ｃ：ス
リット、２０ｄ：セル、２０ｓ：接触面、２１：高温側環状管、２１１：高温側環状管、
２１２：高温側環状管、２１１０：管内ハニカム構造体、２１２０：管内ハニカム構造体
、２１ａ：流入口、２１ｂ：流出口、２１ｃ：受熱領域、２１ｄ：耐熱性金属板、２１ｅ
：フィン、２２，２３：ハニカム構造体、２３’：金属メッシュ体、２２ａ：金属外筒、
２３ａ：金属メッシュ外筒、２３ｂ：メタライズ層、３０：メッシュ積層体、３１：低温
側環状管、３１ａ：流入口、３１ｂ：流出口、３２：金属部材、３０１：口金、３０３：
第２の板状部、３０５：裏孔、３０５ａ，３０９ａ，３１１ａ：開口部、３０６：第２の
接合面、３０７：第１の板状部、３０７ａ：第１の層、３０７ｂ：第２の層、３０７ｂａ
：第２の層の一方の面、３０９：スリット、３１０：第１の接合面、３１１：穴部、３１
３：セルブロック、４０１：口金、４０２：押さえ部、４０３：裏押さえ部、４０４：ハ
ニカム成形体、４０５：間隙、４０６：傾斜面、４０７：対向面、５５０：押さえ板構造
、５５２：スリット、５５３：裏孔、５５４：口金、５５５：押さえ板、５５７：隙間部
、５５８：押さえ治具、５５９：裏押さえ板、５６１：押し出された成形原料、５７１：
内側部、５７２：外周部、５７３，５７４：スリット、５７５：段差部、６０２，７０２
：スリット、６０３，７０３：裏孔、６０４，７０４：口金、６０５，７０５：押さえ板
、６１５，７１５：段差部、１００：熱・音波変換ユニット、２００：熱・音波変換ユニ
ット、１００ａ：ハウジング、１０００：電力発生システム、２０００：冷熱発生システ
ム。
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